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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】位置情報を利用して他の装置のロケーションを
決定しおよび／またはロケーションベースメッセージを
供給する方法、システム、および装置を提供する。
【解決手段】モバイル装置のロケーション情報を受信し
、アクセスポイントを用いて、モバイル装置と通信して
いる、ロケーション機能性を含まない１つ以上の他の装
置にロケーション情報を送信することを含むことができ
る。さらに少なくとも一部分受信されたアクセスロケー
ション情報に基づいてメッセージをモバイル装置に送信
することを含むことができる。他の実施形態において、
モバイル装置または１つ以上の他の装置からユーザー嗜
好データを受信することと、ユーザー嗜好データに一致
するモバイル装置または１つ以上の他の装置に通信を送
信することとを含むことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備するモバイル装置のロケーション情報を送信するための方法：
モバイル装置のロケーション情報を受信する；
アクセスポイントを用いて、前記モバイル装置と通信しているロケーション機能性を含ま
ない１つ以上の他の装置にロケーション情報を送信する。
【請求項２】
　さらに下記を具備する請求項１の方法：
少なくとも一部分前記受信されたアクセスロケーション情報に基づいて前記モバイル装置
にメッセージを送信する。
【請求項３】
　前記送信されたメッセージは、１つ以上のロケーションベースサービス、ロケーション
ベースマーケティング、およびロケーションベースセールスメッセージである、請求項２
の方法。
【請求項４】
　さらに下記を具備する、請求項１の方法：
　前記モバイル装置に近接した他の装置の送信されたロケーション情報に一部分基づいて
前記１つ以上の他の装置にマルチメディアメッセージを送信する。
【請求項５】
　さらに下記を具備する請求項１の方法：
　ロケーション情報およびユーザー嗜好に基づいて前記モバイル装置または前記１つ以上
の他の装置に小売売買申し込みを供給する。
【請求項６】
　さらに下記を具備する、請求項１の方法：
　前記モバイル装置または１つ以上の他の装置からユーザー嗜好データを受信する；
前記ユーザー嗜好データに一致する前記モバイル装置または１つ以上の他の装置に通信を
送信する。
【請求項７】
　下記をさらに具備する請求項１の方法：
　前記モバイル装置からの前記ロケーション情報に基づいて前記１つ以上の他の装置の前
記ロケーション情報を推定する。
【請求項８】
　前記ロケーション情報は、ＷＷＡＮまたはＧＰＳを介してまたは非ロケーションベース
装置のためのＷＬＡＮを介して取得される、請求項１の方法。
【請求項９】
　下記を具備する、装置ロケーションを決定するための方法：
　ロケーション機能性を有さないモバイル装置の位置推定を要求する；
　アクセスポイントから前記位置推定を受信する、前記位置推定は、ロケーション機能性
を有する装置から受信された位置情報に基づいている。
【請求項１０】
　さらに下記を具備する、請求項９の方法：
前記ロケーション情報と共に通信のための音声データを発生する。
【請求項１１】
　さらに下記を具備する、請求項９の方法：
　前記ユーザーに送信するためにメッセージに関連するユーザー嗜好を受信する；
一部分前記ユーザー嗜好に基づいてメッセージを前記ユーザーに送信するか否かを決定す
る。
【請求項１２】
　さらに下記を具備する請求項１１の方法：
　前記ユーザー嗜好に一致するメッセージなら前記メッセージを前記ユーザーに転送する
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。
【請求項１３】
　さらに下記を具備する請求項１１の方法：
　前記メッセージが前記ユーザー嗜好に一致しないなら前記メッセージを無視する。
【請求項１４】
　前記メッセージは、ＷＷＡＮまたはＷＬＡＮアクセスポイントを介して送信される、請
求項１１の方法。
【請求項１５】
　さらに下記を具備する、請求項１４の方法：
　前記モバイル装置ロケーションにおいて利用可能なアプリケーションに基づいてＷＷＡ
ＮまたはＷＬＡＮを利用するか否かを決定する。
【請求項１６】
　さらに下記を具備する、請求項１４の方法：
　前記アクセスポイントから受信されたネットワーク特性に基づいてＷＷＡＮまたはＷＬ
ＡＮを利用するか否かを決定する。
【請求項１７】
　前記ネットワーク特性は、ネットワークタイプ、サービスのコスト、信号強度、識別さ
れたアクセスポイントの数、帯域幅、および利用可能なアプリケーションを含む、請求項
１６の方法。
【請求項１８】
　前記ロケーション機能性を有する装置は、ＷＷＡＮまたはＧＰＳを介して位置推定値を
取得し、前記ロケーション機能性を有さない装置は、ＷＬＡＮを介して位置推定値を取得
する、請求項９の方法。
【請求項１９】
　下記を具備するモバイル装置：
　ユーザーマルチメディア嗜好に関連する情報を記憶するメモリ；
　前記メモリに記憶された情報を解析し、受信されたマルチメディアメッセージが、一部
分ユーザーロケーションに基づいて前記モバイル装置のユーザーに通信すべきか否かを決
定するプロセッサー。
【請求項２０】
　さらに、下記を具備する請求項１９のモバイル装置：
　ＷＬＡＮ機能性を供給するように構成されたＷＬＡＮコンポーネント；
　ＷＷＡＮ機能性を供給するように構成されたＷＷＡＮコンポーネント；
　前記ＷＷＡＮコンポーネントおよびＷＬＡＮコンポーネントに接続され、前記ＷＷＡＮ
コンポーネントに対して発生された前記モバイル装置のロケーション情報を送信するよう
に構成されたトランシーバー。
【請求項２１】
　前記ＷＬＡＮコンポーネントは、前記ロケーション情報とともに通信のために前記トラ
ンシーバーに供給される音声データを発生する、請求項２０のモバイル装置。
【請求項２２】
　前記トランシーバーに接続されたロケーション情報を供給するように構成されたＧＰＳ
コンポーネントをさらに具備する、請求項２０のモバイル装置。
【請求項２３】
　前記ＷＬＡＮコンポーネントは、ＷＰＡＮ機能性を供給するように構成されたＷＰＡＮ
コンポーネントを含む、請求項２０のモバイル装置。
【請求項２４】
　前記モバイル装置は、前記モバイル装置のロケーションにおいて前記ＷＷＡＮまたは前
記ＷＬＡＮを介して利用可能なアプリケーションに基づいてＷＬＡＮまたはＷＷＡＮを利
用するか否かを決定する、請求項２０のモバイル装置。
【請求項２５】
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　前記ロケーション情報は、前記ＷＬＡＮ機能性コンポーネントと通信することができる
装置に送信される、請求項２０のモバイル装置。
【請求項２６】
　前記マルチメディアメッセージは、１つ以上のロケーションベースサービス、ロケーシ
ョンベースマーケティング、およびロケーションベースセールスメッセージである、請求
項１９のモバイル装置。
【請求項２７】
　前記モバイル装置は、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）電話であ
る、請求項１９のモバイル装置。
【請求項２８】
　前記ユーザーロケーションは、ＷＷＡＮコンポーネント、ＧＰＳコンポーネント、また
はＷＬＡＮコンポーネントの１つを介して取得される、請求項１９のモバイル装置。
【請求項２９】
　下記を具備するロケーションとユーザー嗜好に基づいてマルチメディアコンテンツを受
信するための装置：
　装置ロケーション情報を発生する手段；
　ＷＬＡＮ機能性を供給するＷＬＡＮコンポーネントを介して前記ロケーション情報を送
信する手段；
　ロケーションベースマルチメディアコンテンツを受信する手段；
　前記マルチメディアコンテンツをユーザーに選択的に通信する手段。
【請求項３０】
　前記ロケーションベースマルチメディアコンテンツを選択的に通信する手段は、通知が
前記あらかじめ定義されたユーザー嗜好と一致するなら前記ロケーションベースマルチメ
ディアコンテンツを無線でユーザーに通信する、請求項２９の装置。
【請求項３１】
　前記ロケーションベースマルチメディアコンテンツをユーザーに選択的に通信するため
の手段は、通知が前記あらかじめ定義されたユーザー嗜好と一致しないなら前記ロケーシ
ョンベースマルチメディアコンテンツをユーザーに通信しない、請求項２９の装置。
【請求項３２】
　さらに下記を具備する、請求項２９の装置：
　前記装置ロケーションにおいて利用可能なアプリケーションに少なくとも一部分基づい
て利用すべきネットワークを決定する手段。
【請求項３３】
　さらに下記を具備する請求項２９の装置：
　ＷＰＡＮ機能性を供給するＷＰＡＮコンポーネントを前記ＷＬＡＮコンポーネントに接
続する手段。
【請求項３４】
　位置情報をアクセスポイントに通信し；
　ロケーションベースメッセージに関連するユーザー嗜好を記憶し；
　前記ユーザー嗜好に一部分基づいてロケーションベースメッセージを選択的に受け取る
ためのコンピューター実行可能な命令を記憶したコンピューター読み取り可能媒体。
【請求項３５】
　前記ロケーションベースメッセージが前記ユーザー嗜好に一致するなら、前記ロケーシ
ョンベースメッセージが受け取られる、請求項３４のコンピューター読み取り可能媒体。
【請求項３６】
　前記ロケーションベースメッセージが前記ユーザー嗜好に一致しないなら前記ロケーシ
ョンベースメッセージは受け取られない、請求項３４のコンピューター読み取り可能媒体
。
【請求項３７】
　下記を具備する無線通信ネットワーク内のロケーションを決定するための命令を実行す
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るプロセッサー：
　アクセスポイントから位置推定値を要求する；
　アクセスポイントから前記位置推定値を受信する、前記位置推定値は、ロケーション機
能性を有する装置から受信された位置情報に基づく；
　音声メッセージを有する前記位置推定値を通信する。
【請求項３８】
　下記を具備するロケーションベースサービスを供給する方法：
　第１の装置と少なくとも第２の装置との間で無線通信ネットワークを確立する；
　前記第１の装置に関連するロケーション情報を少なくとも第２の装置に通信する；
　前記第１の装置に関連する前記通信されたロケーション情報に一部分基づいて前記第２
の装置のためのロケーションベースサービスを調整する。
【請求項３９】
　さらに下記を具備する、請求項３８の方法：
　前記第１の装置に関連する前記通信されたロケーション情報に一部分基づいて前記第１
の装置のためのロケーションベースサービスを調整する；
　前記ロケーションベースサービスを無線で前記第２の装置に通信する；
前記第２の装置から前記第１の装置に前記ロケーションベースサービスを送信する。
【請求項４０】
　さらに下記を具備する請求項３８の方法：
　前記第１の装置に関連する前記ロケーション情報を前記第２の装置から無線で少なくと
も第３の装置に通信する；
　前記第１の装置に関連する前記ロケーション情報に一部分基づいて前記第３の装置のた
めの前記ロケーションベースサービスを調整する。
【請求項４１】
　前記ロケーションベースサービスはマルチメディアメッセージである、請求項３８の方
法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対するクロスリファレンス】
【０００１】
　この出願は、参照することにより全体が本明細書に組み込まれる、２００５年７月７日
に出願された「ワイヤレスワイドエリアネットワークおよびワイヤレスローカルエリアネ
ットワークまたはワイヤレスパーソナルエリアネットワークのインターワーキングのため
の方法及び装置」(METHODS AND DEVICES FOR INTERWORKING OF WIRELESS WIDE AREA NETW
ORKS AND WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS OR WIRELESS PERSONAL AREA NETWORKS)という
タイトルの米国仮出願シリアル番号第６０／６９７，５０４および２００５年８月２９日
に出願された米国仮出願シリアル番号第６０／１２，３２０からの３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１
１９（ｅ）に基づく利益を請求する。
【技術分野】
【０００２】
　以下の記載は一般に無線ネットワークに関し、とりわけ、ワイヤレスワイドエリアネッ
トワーク（ＷＷＡＮ）、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、および／
またはワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）の間の通信のシームレスイ
ンターワーキング(interworking)に関する。
【０００３】
　電子装置は、複数の通信プロトコルを含むことができる。例えば、モバイル装置はｅメ
ール、インターネットアクセス、並びに従来のセルラー通信を煩雑に供給する多機能装置
になった。モバイル装置は、例えば、以下の技術のいずれかまたは両方を利用してワイド
エリアワイヤレス接続性を備えることができる。第三世代無線またはセルラーシステム（
３Ｇ）または電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６（ＷｉＭａｘ）および他の将
来定義されるＷＷＡＮ技術。その一方で、ＩＥＥＥ８０２．１１に基づいたＷＬＡＮ接続
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性がモバイル装置に同様にインストールされつつある。近い将来、ウルトラワイドバンド
（ＵＷＢ）および／またはブルートゥース(Bluetooth)（登録商標）に基づいたＷＰＡＮ
ローカル接続性もまたモバイル装置において利用可能になるかもしれない。
【０００４】
　電子装置内の多重通信プロトコルの他の例は、ラップトップをワイヤレスマウス、ワイ
ヤレスキーボード等に接続するために利用されるＷＰＡＮを含んでもよいラップトップを
含む。さらに、ラップトップは、任意の現在定義されているＩＥＥＥ８０２．１１プロト
コル（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｉ／ｅ）またはＩＥＥＥ８０２．１１ファミリ
ーにおける他の将来定義されるプロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ｓ／ｒ／
ｐ）で動作する装置を含んでいてもよい。ＷＬＡＮは普及が進み、例えば、個人の目的の
ためにおよび仕事の目的のために、家庭および企業の両方でセットアップされつつある。
さらにコーヒーショップ、インターネットカフェ、図書館、公共団体および民間の団体が
ＷＬＡＮｓを利用する。
【０００５】
　ＷＷＡＮ技術は、ワイドエリア（ユビキタス）受信地域およびワイドエリア配備により
区別される。しかしながら、それらは、ビルディングの貫通損失、受信地域の穴、および
ＷＬＡＮおよびＷＰＡＮに比較して、帯域幅が制限されることに悩まされる可能性がある
。ＷＬＡＮ技術とＷＰＡＮ技術は、数百のＭｂｐｓにほぼ等しい非常に高いデータレート
を配信するが、受信地域はＷＬＡＮの場合には、典型的に数百フィートに制限され、ＷＰ
ＡＮの場合には、数十フィートに制限される。
【０００６】
　ネットワークとプロトコルの数は、固有のユーザー需要および相違するプロトコルに関
連する機能性に対する需要により急激に増加し続ける。そのような異種のネットワークお
よびプロトコルは、それらを切り替えることはユーザーにとって骨が折れることであり、
一時に何がユーザーにとって最適であるかを意識せずに、ユーザーはネットワークに制限
される。上述のことを考慮して、ユーザーにとって最良の通信プロトコルで最適化し、収
束するためのネットワークおよび／またはプロトコルとの間のシームレスな遷移を提供す
る必用がある。
【発明の概要】
【０００７】
　以下は、そのような実施形態のいくつかの観点の基本的理解を提供するために、１つ以
上の実施形態の簡単化された要約を提供する。この要約は１つ以上の実施形態の広範な概
説ではなく、実施形態の重要な要素を識別することを意図したものではなく、そのような
実施形態の範囲を線引きすることを意図したものでもない。その唯一の目的は、後に提示
されるより詳細な説明に対する前置きとして簡単な形態で記載された実施形態のいくつか
の概念を提供することである。
【０００８】
　個人が複数の異なるネットワークおよびプロトコルを移動するので、本明細書の実施形
態は、スムーズでシームレスな通信を容易にするために種々のネットワークおよびプロト
コルを介したユーザーのシームレスな遷移を提供する。実施形態は、種々のネットワーク
およびプロトコルの間の遷移に対して種々の最適な技術を提供し、この遷移は、ユーザー
の嗜好、ユーザーロケーション、信号強度、および／または他の基準に基づくことができ
る。そのようなシームレスな遷移はユーザーに対してトランスペアレント(transparent)
であることができ、またはユーザー起動することができる。
【０００９】
　１つの特徴によれば、モバイル装置のロケーション情報を送信するための方法がある。
この方法は、モバイル装置のロケーション情報を受信することと、アクセスポイントを用
いて、モバイル装置と通信しているロケーション機能性を含まない１つ以上の他の装置に
ロケーション情報を送信することを含む。メッセージは、少なくとも一部分受信されたア
クセスロケーション情報に基づいてモバイル装置に送信することができる。
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【００１０】
　他の特徴によれば、装置ロケーションを決定するための方法がある。この方法は、ロケ
ーション機能性を有さないモバイル装置の位置推定を要求することと、アクセスポイント
から位置推定を受信することを含むことができる。位置推定は、ロケーション機能性を有
した装置から受信された位置情報に基づくことができる。音声データは、ロケーション情
報と一緒に通信するために発生することができる。
【００１１】
　他の観点によれば、ユーザーマルチメディア嗜好に関連する情報を記憶するメモリを含
むモバイル装置がある。モバイル装置にさらに含まれるものは、メモリに記憶された情報
を解析し、一部分ユーザーロケーションに基づいて、受信されたマルチメディアメッセー
ジをユーザーに通信すべきか否かを決定するプロセッサーである。他の観点によれば、モ
バイル装置は、ＷＬＡＮ機能性を供給するように供給されたＷＬＡＮコンポーネントとＷ
ＷＡＮ機能性を供給するように構成されたＷＷＡＮコンポーネントを含む。トランシーバ
ーはＷＷＡＮコンポーネントとＷＬＡＮコンポーネントに接続することができる。トラン
シーバーはＷＷＡＮコンポーネントに対して発生されたモバイル装置のロケーション情報
を送信するように構成される。
【００１２】
　さらに他の観点は、ロケーションとユーザーの嗜好に基づいてマルチメディアコンテン
ツを受信するための装置である。装置は、装置ロケーション情報を発生するための手段と
、ＷＬＡＮ機能性を供給するＷＬＡＮコンポーネントを介してロケーション情報を送信す
る手段とを含む。また含まれるものは、ロケーションベースのマルチメディアコンテンツ
を受信する手段であり、マルチメディアコンテンツをユーザーに選択的に通信する手段で
ある。
【００１３】
　さらに他の観点は、位置情報をアクセスポイントに通信するためのコンピューター実行
可能命令と、ロケーションベースのメッセージに関連するユーザー嗜好を記憶するコンピ
ューター実行可能命令と、一部分ユーザー嗜好に基づいてロケーションベースのメッセー
ジを選択的に受け取るコンピューター実行可能命令を記憶したコンピューター読み取り可
能媒体である。ロケーションベースのメッセージは、ユーザー嗜好に一致するなら受け入
れられることができる。ロケーションベースのメッセージがユーザー嗜好に一致しないな
ら、ロケーションベースのメッセージは受け入れられない。
【００１４】
　さらに他の観点は、無線通信ネットワーク内のロケーションを決定するための命令を実
行するプロセッサーである。命令は、アクセスポイントから位置推定を要求することと、
アクセスポイントから位置推定を受信することとを含む。位置推定は、ロケーション機能
性を有した装置から受信された位置情報に基づくことができる。命令はさらに音声メッセ
ージで位置推定を通信する。
【００１５】
　さらに他の観点はロケーションベースのサービスを供給するための方法である。この方
法は、第１の装置と少なくとも第２の装置との間に無線通信ネットワークを確立すること
を含む。第１の装置に関連するロケーション情報は少なくとも第２の装置に通信される。
【００１６】
ロケーションベースのサービスは、一部分、第１の装置に関連する通信されたロケーショ
ン情報に基づいて第２の装置に対して調整される。
【００１７】
　上述の目的および関連する目的の成就のために、１つ以上の実施形態は、下文に完全に
記載され、特にクレームにおいて指摘された特徴を備える。以下の記載および付属の図面
は、１つ以上の実施形態のある実例となる観点を詳細に説明する。しかしながら、これら
の観点は、種々の実施形態の原理が採用されてもよい種々の方法の少数を示し、記載され
た実施形態は、すべてのそのような観点およびそれらの均等物を含むように意図される。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本明細書で提示される種々の実施形態に従う無線通信システムを図解す
る。
【図２】図２は１つ以上の実施形態に従う多重アクセス無線通信システムの説明図である
。
【図３】図３はモバイル装置の一実施形態のブロック図である。
【図４】図４は、モバイル装置が接続されるべきネットワークのタイプを決定するための
手順を図解する。
【図５】図５はモバイル装置の他の実施形態の簡単化されたブロック図である。
【図６】図６はＧＰＳ機能性コンポーネントを利用するモバイル装置のユーザーから受信
された呼の位置を決定するための手順を図解する。
【図７】図７は、ＧＰＳ受信機を利用しない無線装置（例えば、携帯電話）の位置を決定
するための他の手順を図解する。
【図８】図８は、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮネットワーク内のアクセ
スポイントを利用するための手順を図解する。
【図９】図９はＷＷＡＮとＷＬＡＮ／ＷＰＡＮとの間でモバイル装置をシームレスに切り
替えるためにロケーション情報を利用するための手順を図解する。
【図１０】図１０は、モバイル装置のサービス（複数の場合もある）を自動的に強化する
ためにロケーション情報を利用するための手順の他の実施形態を図解する。
【図１１】図１１は、利用可能なアクセスポイントが無い状況において、アドホック (ad
-hoc)ネットワークを提供する手順を図解する。
【図１２】図１２は、ＷＬＡＮ技術およびＷＷＡＮ技術を利用して構成することができる
例示自己設定アドホックネットワークを図解する。
【図１３】図１３は、自己設定アドホックネットワークを構成するためにＷＬＡＮ技術お
よびＷＷＡＮ技術を利用するための手順を図解する。
【図１４】図１４はアクセス端末の同期を容易にするためにＷＷＡＮ制御チャネル上のネ
イバーリスト(neighbor lists)をイニシャライズするための手順を図解する。
【図１５】図１５はＷＬＡＮネットワークにおけるピアツーピア通信を図解する。
【図１６】図１６は、インデペンデントベーシックサービスセット（ＩＢＳＳ）ネットワ
ークにおける登録および／または認証のための手順を図解する。
【図１７】図１７は例示アドホックメッシュネットワークを図解する。
【図１８】図１８は、本明細書に提示される１つ以上の実施形態に従う無線通信環境にお
いて複数の通信プロトコル間で通信を調整するシステムを図解する。
【図１９】図１９は、種々の観点に従う無線通信環境において通信を調整するシステムを
図解する。
【図２０】図２０は本明細書において記載された種々のシステムおよび方法と併せて採用
することができる無線通信環境を図解する。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図面を参照して種々の実施形態が記載される。以下の記載において、説明の目的のため
に、１つ以上の観点の完全な理解を供給するために、多数の特定の詳細が説明される。
【００２０】
しかしながら、そのような実施形態（複数の場合もある）は、これらの特定の詳細なしに
実施してもよいことは明白かもしれない。他の例において、これらの実施形態を記載する
のを容易にするために良く知られた構造と装置がブロック図の形式で示される。
【００２１】
　この出願において使用されるように、「コンポーネント」、「システム」等という用語
は、ハードウエア、ファームウエア、ハードウエアとソフトウエアの組み合わせ、ソフト
ウエアまたは実行中のソフトウエアであるコンピューター関連エンティティを指すように
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意図される。例えば、コンポーネントはこれらに限定されないが、プロセッサー上で実行
されているプロセス、プロセッサー、オブジェクト、実行ファイル、実行のスレッド、プ
ログラム、および／またはコンピューターであってよい。実例として、計算装置上で実行
されているアプリケーションと計算装置の両方がコンポーネントであり得る。１つ以上の
コンポーネントは、実行のプロセスおよび／またはスレッド内に存在することができ、コ
ンポーネントは、１つのコンピューター上でローカライズされてもよくおよび／または２
つ以上のコンピューター間で配信されてもよい。さらに、これらのコンポーネントは、種
々のデータ構造が記憶された種々のコンピューター読み取り可能媒体から実行することが
できる。コンポーネントは、１つ以上のデータパケット（例えば、ローカルシステム、分
散システム、および／または信号を介して他のシステムとのインターネットのようなネッ
トワークを介して他のコンポーネントと相互作用する１つのコンポーネントからのデータ
）を有する信号に従う場合のようにローカルプロセスおよび／またはリモートプロセスを
経由して通信してもよい。
【００２２】
　開示された実施形態は、種々の発見的および／または推論スキームおよび／または採用
されるネットワークまたは通信プロトコルを動的に変化させることに関連した技術を含む
ことができる。本明細書で使用されるように、「推論」という用語は一般に何かについて
推論するプロセスまたは、イベントおよび／またはデータを介して得られた観察のセット
から、システム、環境および／またはユーザーの推論状態を指す。推論は特定のコンテキ
ストまたはアクションを識別するために採用することができ、または、例えば状態に対し
て確率分布を発生することができる。推論は蓋然論であり得る。すなわち、データとイベ
ントの考察に基づいて関心のある状態に対する確率分布の計算であり得る。また、推論は
、イベントおよび／またはデータのセットから、より高いレベルのイベントを構成するた
めに採用される技術を指すことができる。そのような推論は、イベントが一時的近接近に
相関していようとなかろうと、そしてイベントおよびデータが１つまたはいくつかのイベ
ントソースおよびデータソースから生じようと生じまいと、観察されたイベントおよび／
または記憶されたイベントデータのセットから新しいイベントまたはアクションの構成を
生じる。
【００２３】
　従って、ユーザーは本明細書に記載した実施形態に従って、異なる通信領域に自動的に
シフトされることができ、または出たり入ったりすることが出来ることが意図される。オ
ートマチックアクション（例えば、通信セッションの期間に、ユーザーをＷＷＡＮからＷ
ＬＡＮにシームレスに遷移させること）は、通信セッションの処理、並びに第三の通信、
パッシブ／バックグラウンド通信および来るべきセッションの処理に対するユーザーの意
図を推論する機能として解釈することができる。オートマチックアクションを行うことに
対して、機械学習技術を実施して、オートマチックアクションの実行を容易にすることが
できる。さらに、ユーティリティベースの解析（例えば、正しいオートマチックアクショ
ンを取るファクタリングベネフィット(factoring benefit)対正しくないアクションを取
るコスト）はオートマチックアクションを実行することに組み込むことができる。特に、
これらの人口知能（ＡＩ）ベースの観点は、任意の適切な機械学習ベースの技術および／
または統計ベースの技術および／または蓋然論ベースの技術により実施することができる
。例えば、エキスパートシステム、ファジィ論理、サポートベクトルマシン、グリーディ
サーチアルゴリズム(greedy search algorithms)、ルールベースシステム、ベイズモデル
（例えば、ベイズネットワーク）、ニューラルネットワーク、他の非線形トレーニング技
術、データ融合、ユーティリティベース分析システム、ベイズモデルを採用したシステム
、・・・が意図され、本明細書に添付されたクレームの範囲内に入るように意図される。
【００２４】
　さらに、種々の実施形態が加入者局に関連して本明細書に記載される。また、加入者局
は、システム、加入者装置、移動局、モバイル、遠隔局、アクセスポイント、基地局、遠
隔端末、アクセス端末、ユーザー端末、ユーザーエージェント、またはユーザー機器と呼
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ばれることができる。加入者局は、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコ
ル（ＳＩＰ）電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局、パーソナルデジタルアシスタント
（ＰＤＡ）、無線接続能力を有するハンドヘルド装置、または無線モデムに接続された他
の処理装置であってよい。
【００２５】
　さらに、本明細書に記載された種々の観点または特徴は、標準のプログラミングおよび
／またはエンジニアリング技術を用いた方法、装置、または製品として実施されてもよい
。本明細書で使用されるような「製品」という用語は、任意のコンピューター読み取り可
能装置、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータープログラムを含むよう
に意図される。例えば、コンピューター読み取り可能な媒体は、これらに限定されないが
、磁気記憶装置（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、マグネッ
トストライプ・・・）、光ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル汎
用ディスク（ＤＶＤ・・・）、スマートカード、フラッシュメモリ装置（例えば、カード
、スティック、キードライブ(key drive)・・・）を含むことができる。
【００２６】
　次に図面を参照すると、図１は、本明細書に提示された種々の実施形態に従う無線通信
システム１００を図解する。システム１００は、無線通信信号を互いに、および／または
１つ以上のモバイル装置１０４に受信し、送信し、反復する、等の１つ以上のアクセスポ
イント（複数の場合もある）１０２を含むことができる。アクセスポイント（複数の場合
もある）１０２は、ワイヤレスシステム１００と有線ネットワーク（図示せず）との間の
インターフェースを表すことができる。
【００２７】
　各アクセスポイント１０２は、送信器チェーンと受信器チェーンを含むことができる。
それらの各々は次には、信号送信および受信に関連する複数のコンポーネント（例えば、
プロセッサー、変調器、マルチプレクサー、復調器、デマルチプレクサー、アンテナ・・
・）を含むことができる。モバイル装置１０４は、例えば、携帯電話、スマートフォーン
、ラップトップ、ハンドヘルド通信装置、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、衛
星ラジオ、全地球測位システム、ＰＤＡｓ、および／またはワイヤレスシステム１００を
介して通信するための装置であり得る。ワイヤレスシステム１００において、アクセスポ
イント１０２からの小さなデータパケットの周期的送信（一般にビーコンと呼ばれる）は
、ワイヤレスシステム１００の存在と送信システム１００情報を知らせることができる。
モバイル装置１０４は、ビーコンを検知し、アクセスポイント１０２および／または他の
モバイル装置１０４に無線接続を確立しようと試みることができる。
【００２８】
　システム１００は、種々のネットワークおよび／またはプロトコルを介してシームレス
な遷移を容易にし、モバイル装置１０４を使用するユーザーに、利用可能なネットワーク
およびプロトコルを利用する能力を供給する。また、システム１００は、ユーザーに、ユ
ーザーの現在のロケーションまたはデータ使用並びにネットワークの他のユーザーが与え
られて、最良のネットワークおよび／またはプロトコルを利用するための機会を提供する
。
【００２９】
　モバイル装置１０４内に位置するコンポーネントは、１つ以上のアクセスポイント１０
２と連動して動作することができ、どのユーザーが各ネットワーク内にいるのかを監視す
るのを容易にし、ＧＰＳコンポーネントおよび／またはモバイル装置１０４に関連するＷ
ＷＡＮコンポーネントを介して容易にすることができる。あるいは、またはさらに、ロケ
ーション情報は、ＷＬＡＮアクセスポイントから、ＧＰＳまたは他のロケーションコンポ
ーネント（複数の場合もある）を含まないモバイル装置に関連したＷＬＡＮコンポーネン
トに供給することができる。ロケーション情報は、（受信ビーコンと送信ビーコンを含む
）アクセスポイント１０４と近接するまたは通信するＧＰＳまたはＷＡＮ有能マルチモー
ドアクセス端末（複数の場合も有る）を介して得られたロケーション情報を介してロケー
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ション能力を有さないモバイル装置（複数の場合もある）に供給することができる。
【００３０】
　ロケーション情報は、どのユーザーが二次ネットワークに対してトランスペアレントハ
ンドオフを有するのが最も適しているかを予測するために利用することができる。例えば
、オープンエリアモール(open area mall)において、ユーザーは一般的なワイドバンドネ
ットワークに接続されたモバイル装置１０４を使用することができる。ユーザーが特定の
商人に接近すると、モバイル装置１０４は、ブルートゥース、狭帯域等にシームレスに切
り替えることができる。モバイル装置が切り替えられたネットワークは、ユーザーがモバ
イル装置１０４にプッシュまたはプルされることを所望するコンテンツの機能であり得る
。
【００３１】
　マーチャント(merchant)ネットワークは、ショッピングモールのダイナミクスにより重
畳することができるので、モバイル装置１０４はユーザーからの相互作用なしに自発的に
種々のマーチャントネットワークの間でシームレスに切り替わることができる。システム
１００は、ネットワークが互いに連携することを可能にし、一方のネットワークから他方
のネットワークにモバイル装置１０４をハンドオフすることを可能にする。これは、ユー
ザーのロケーションと、装置にプッシュ／プルされる所望のコンテンツを監視することが
できるＧＰＳコンポーネントを用いて遂行することができる。
【００３２】
　図２は、１つ以上の実施形態に従う多重アクセス無線通信システムの説明図である。図
解されるものは、有線ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）に関連するＷＬＡＮを含む
システム２００である。アクセスポイント１０２はモバイル装置１０４と通信することが
できる。アクセスポイント１０２はEthernet（登録商標）ハブまたはＬＡＮのためのスイ
ッチ２０２に接続される。Ethernet（登録商標）ハブ２０２は、パーソナルコンピュータ
ー、周辺装置（例えば、ファクシミリ機械、コピー機、プリンタ、スキャナー等）、サー
バー等を含むことができる１つ以上の電子装置２０４に接続してもよい。Ethernet（登録
商標）ハブ２０２は、データパケットをモデム２０８に送信するルーター２０６に接続す
ることができる。モデム２０８は、データパケットを、インターネットのようなワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）２１０に送信することができる。システム２００は単一の簡
単なネットワーク構成を図解する。代替電子装置を含むシステム２００の多くのさらなる
構成が可能である。システム２００が図解され、ＬＡＮを参照して記載されたけれども、
システム２００は、独立してまたは同時にＷＷＡＮおよび／またはＷＰＡＮを含む他の技
術を利用することができることが可能である。
【００３３】
　システム２００は、モバイル装置１４０により現在使用されているアクセスポイントか
ら、システム２００に関連するアクセスポイント１０２にシームレスに切り交わることを
容易にすることができる。アクセスポイント１０２へのそのような転送およびアクセスポ
イント１０２によりサポートされるネットワークへのそのような転送は、モバイル装置１
０４のユーザーに求められている機能性を供給するように選択することができ、モバイル
装置１０４の機能またはユーザーがアクセスしたいまたはモバイル装置１０４にアップロ
ードしたいデータの機能であり得る。一例として限定されないが、無線装置は、電子装置
（複数の場合もある）２０４に接続して、電子装置（複数の場合もある）２０４を介して
利用可能なＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮ機能性を利用することができる。そのような
遷移はユーザーが開始することができ、またはシステム２００により自立的に実行するこ
とができる。
【００３４】
　図３はモバイル装置３００の一実施形態の簡単化されたブロック図を図解する。モバイ
ル装置３００は、ＷＷＡＮ（例えば、スペクトル拡散技術を利用した技術である符号分割
多重アクセス（ＣＤＭＡ））、ＷＬＡＮ（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１）および／また
は関連する技術を含むことができる。モバイル装置３００は、ボイスオーバーインターネ
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ットプロトコル（ＶｏＩＰ）電話として利用することができる。ＶｏＩＰは、インターネ
ットを介しておよび／またはＩＰネットワークを介して音声電話会話の送信を含む。Ｖｏ
ＩＰは家庭においてモバイル装置３００により利用することができる。または、ＶｏＩＰ
サービスを供給するブロードバンドネットワークに接続されたワイヤレスアクセスポイン
ト（ＷＡＰ）の付近にあるとき利用することができる。他の状況において、モバイル装置
３００は、通信サービスを供給しながら通常の無線携帯電話として動作することができる
。
【００３５】
　一実施形態において、ＷＷＡＮ機能性を供給するＷＷＡＮコンポーネント３０２と、Ｗ
ＬＡＮ機能性を供給するＷＬＡＮコンポーネント３０４は一緒に位置し、バス３０６また
は他の構造または装置を介してトランシーバー３０８と通信することができる。バス以外
の通信手段が開示された実施形態で利用することができることが理解されなければならな
い。トランシーバー３０８は１つ以上のアンテナ３１０に接続され、モバイル装置３００
による送信および／または受信を可能にする。ＷＬＡＮコンポーネント３０４は、通信の
ためにトランシーバー３０８に供給される音声データを発生することができる。一実施形
態において、ＷＷＡＮ機能性コンポーネント３０２および／またはＷＬＡＮ機能性コンポ
ーネント３０４は、モバイル装置３００のプロセッサーに含めることができる。他の実施
形態において、WWAN機能性およびWLAN機能性は別個の集積回路によって提供することがで
きる。さらなる実施形態において、WWAN機能性およびWLAN機能性は、両方によって利用さ
れる機能性を含む1つ以上の集積回路によって提供することができる。サービスおよびユ
ーザー経験の豊富な組合せを可能にするために、モバイル装置300は、ワイドエリア(WWAN
)およびローカルエリア(WLANとWPAN)のために接続性オプションを装備している。
【００３６】
　ＷＬＡＮ機能性コンポーネント３０４は、オプショナルＷＰＡＮ機能性コンポーネント
３１２を含むことができる。モバイル装置３００は、モバイル装置の機能に関連する１つ
以上の基準に基づいて、ＷＷＡＮまたはＷＬＡＮおよびＷＰＡＮのいずれか、または同時
に両方に接続することができる。基準はモバイル装置のメモリに記憶することができ、プ
ロセッサーは、記憶された基準に基づいてネットワークを解析することができる。これら
の基準および関連する接続決定は、図４を参照して記載される。図４は、モバイル装置が
接続されるべきネットワークのタイプを決定するための手順を図解する。説明を簡単にす
るために、手順は一連の行為として示され記載されているけれども、手順は行為の順番に
より限定されず、いくつかの行為は、これらの手順に従って、異なる順番で生じてもよく
、および／または本明細書に示され記載される行為から他の行為と同時に生じてもよいこ
とが理解されるべきである。例えば、当業者は、手順は、状態図のように一連の相互に関
係のある状態またはイベントとして代替的に表すことができることを理解するであろう。
さらに、以下の手順を実施するために、すべての図解された行為を必要としなくてもよい
。
【００３７】
　方法は、４０２において、ネットワークへアクセスするためのモバイル装置によるリク
エストで開始する。ネットワークは、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮであ
り得る。リクエストが送信されると、ネットワーク（複数の場合もある）に関連する１つ
以上のアクセスポイントはリクエストを受信することができ、各ネットワークの特性を含
むことができるネットワーク情報に応答することができる。例えば、モバイル装置は、ネ
ットワークタイプ情報、帯域幅情報、サービスのコスト、利用可能なアプリケーション、
信号強度、識別されたアクセスポイントの数等を受信することができる。
【００３８】
　ネットワーク情報を受信するときとほぼ同じときに、どのネットワーク接続がモバイル
装置のユーザーにとって最良の結果を提供するかを決定するために、４０６においてモバ
イル装置はある基準を解析することができる。例えば、基準は、モバイル装置により利用
されているアプリケーション（複数の場合も有る）またはモバイル装置にダウンロードさ
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れるアプリケーションの帯域幅必要性に基づいてモバイル装置に利用可能な帯域幅を含む
ことができる。他の実施形態において、基準は、ＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮのモバ
イル装置のユーザーに対するコストであり得る（例えば、最も低いコストサービスプロバ
イダー）。さらなる実施形態において、決定は、ＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮを用い
て利用可能なアプリケーション（複数の場合もある）に基づくことができる。さらなる実
施形態において、基準は、（例えば、信号強度またはＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮの
ための識別されたアクセスポイントの数に基づいて）現在のロケーションにおけるモバイ
ル装置に利用可能な最良の受信地域であり得る。他の実施形態は、１つ以上の上で特定し
た基準並びにサービスプロバイダーによりモバイル装置のユーザーにより定義することが
できる他の基準を組み合わせることができる。基準は、ＷＷＡＮ機能性コンポーネント、
ＷＬＡＮ機能性コンポーネント、ＷＷＡＮ機能性コンポーネントおよびＷＬＡＮ機能性コ
ンポーネントの両方またはモバイル装置に常駐する他のコントローラーにおいて具現化す
ることができる。
【００３９】
　４０６において解析された基準に基づいて、４０８において、モバイル装置はＷＷＡＮ
またはＷＬＡＮおよびＷＰＡＮに、別個に接続することができる。さらなる実施形態にお
いて、モバイル装置は、ＷＷＡＮとＷＬＡＮとＷＰＡＮに同時に接続することができる。
【００４０】
別個にまたは同時に接続するか否かの決定は、解析された基準および１つ以上の基準を満
足するために可能な最良の接続に基づく。
【００４１】
　ＷＷＡＮとＷＬＡＮ（およびＷＰＡＮ）との間の相互作用は、多重無線ネットワーキン
グプロバイダー、多重サービスプロバイダー、およびロケーションによる利用可能な接続
性オプションのデータベース、または他の異種のネットワークトポロジーを含むことがで
きる。例えば、新しいアクセスポイントは、ネットワークサービスプロバイダーまたはＷ
ＬＡＮおよび／またはＷＰＡＮ機能性のためのプライベートエンティティ（例えば、民間
企業または同種のものにより提供されるアクセスポイント）により追加されるので、ＷＷ
ＡＮサービスプロバイダーは、ロケーションによる利用可能なネットワーキングおよびサ
ービスのアップツーデートデータベースを維持してもよい。さらに、いくつかの実施形態
において、ＷＷＡＮは、サービスプロバイダーにより確立されていないＷＬＡＮおよびま
たはＷＰＡＮマルチホップメッシュ(multi-hop mesh)の存在を利用することによりその接
続性を拡張することができる。マルチホップメッシュネットワークにおいて、簡単なルー
ターとして動作する小さなノードをインストールすることができる。次に各ノードは他の
隣接するノードに到達することができる低電力の信号を送信する。これらの隣接ノードは
隣接する他のノードに送信する。データがその最終あて先に到達するまで、このプロセス
を反復することができる。
【００４２】
　モバイル装置におけるこれらの技術の組み合わせは、個々の各技術（ＷＷＡＮ、ＷＬＡ
Ｎ、および／またはＷＰＡＮ）から利用できない新しいタイプの使用モデルおよびサービ
スを可能にする。ＷＷＡＮ技術とＷＬＡＮ技術との間の相互作用により作成されるこれら
のアプリケーションは多数のエリアに分類することができる。例えば、これらの技術は、
ロケーションベースサービス、タイミングベースサービス、および／またはトポロジーベ
ースサービスに分類することができる。ロケーションベースサービスは、緊急サービスを
提供するためにモバイル装置ユーザーのロケーションを確かめる必要がある緊急状況を含
むことができる。しかしながら、本明細書において記載した実施形態は緊急サービスに限
定されない。例えば、モバイル装置のユーザー（エンドユーザー）は、ロケーションベー
ス請求サービスを所望してもよい。これらのタイプのサービスはユーザーのロケーション
に応じて異なるレートでユーザーが請求されるこれらのサービスを含む。例えば、ユーザ
ーが家にいるならユーザーは１つのレートを有していてもよく、ユーザーがオフィス（ま
たは他の仕事場）またはインターネットキオスクまたはインターネットカフェにいるとき
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、異なるレートを有していてもよい。他の実施形態において、ロケーション情報は、モバ
イル装置にダウンロードすることができるマルチメディアコンテンツを供給するために利
用することができる。このマルチメディアコンテンツは、異なるマルチメディアコンテン
ツを供給することができるスポーツスタジアムまたはショッピングモールにユーザーがい
るかどうかに基づいてロケーションに依存することができる。
【００４３】
　図５を参照すると、図解されるものは、モバイル装置５００の他の実施形態の簡単化さ
れたブロック図である。一実施形態において、ＷＷＡＮ機能性を提供するＷＷＡＮコンポ
ーネント５０２とＷＬＡＮ機能性を提供するＷＬＡＮコンポーネント５０４はモバイル装
置５００内に位置され、バス５０６または他の構造または装置を介してトランシーバー５
０８と通信することができる。トランシーバー５０８は１つ以上のアンテナ５１０に接続
され、モバイル装置５００による送信および受信を可能にする。ＷＬＡＮ機能性コンポー
ネント５０４はオプショナルＷＰＡＮ機能性コンポーネント５１２を含むことができる。
さらに、グローバルポジショニングサービス（ＧＰＳ）機能性コンポーネント５１４は、
位置および／またはタイミングベース機能性を可能にするために提供することができる。
位置またはロケーション情報およびタイミングベース機能性を利用する多数のアプリケー
ションを提供することができる。
【００４４】
　例えば、小売モールまたはショッピングセンター（屋内および／または屋外）において
、小売店は、同じまたは異なるサービスプロバイダーにより維持されるアクセスポイント
を有してもよい。ユーザーがモールの周りを歩くと、異なるアクセスポイントが同時にユ
ーザーをピックアップするかもしれない。小売店のロケーションのためにＷＬＡＮのいく
つかの重複があるかもしれないので、ユーザーの正確なまたはおおよそのロケーションは
、ＧＰＳコンポーネントまたは他の位置決め手段を介して確立することができる。ユーザ
ーがミュージックストアまたはビデオキオスク等に近づいているなら、ユーザーは、映画
または音楽を買うために小売店からの申し出を受信することができる。システム（複数の
場合もある）はユーザーがいる場所を知っているので、小売店は、ユーザーのロケーショ
ンを利用することにより申し出を推奨することができる。また、申し出は、モバイル装置
内に内部的にまたはサービスプロバイダーにより外部的に、ユーザーにより以前に確立さ
れたユーザー嗜好に基づくことが出来る。ユーザーはその申し出を利用するように、また
は申し出を拒絶するように選択することができる。ユーザー嗜好が知られているならある
小売店は、望まないサービスをユーザーに提供することを防止することができることが理
解されるべきである。
【００４５】
　例えば、ユーザーが映画をダウンロードすることを選択するなら、ユーザーはＷＡＮを
アクセスすることができ、クレジットカードおよび／またはあらかじめ決められた支払い
方法（例えば、e-wallet）で映画の支払いをすることができる。支払いの確認の後に、ユ
ーザーは、特定の映画を所有することに関連した権利、管理、および他の特徴とともに選
択された映画を受け取ることができる。権利とコンテンツを配信するために異なるネット
ワークが使用されてもよい。１つのシナリオにおいて、権利は、ＷＷＡＮを用いて配信さ
れてもよく、コンテンツ自体はＷＬＡＮを介してアクセスされる。実際のサービス（例え
ば、映画）は、必要条件に応じて、ＷＬＡＮまたはＷＷＡＮを介してアクセスすることが
できる。例えば、ＤＶＤはデータスループットのためにＷＬＡＮを介してモバイル装置に
ダウンロードすることができる。データをアップロードするためにどの機能性を利用する
かの決定は、ＷＷＡＮ機能性を提供するＷＷＡＮコンポーネント、ＷＬＡＮ機能性を提供
するＷＬＡＮコンポーネント、またはＷＷＡＮコンポーネントとＷＬＡＮコンポーネント
の両方の組み合わせにより決定することができる。モバイル装置に関連するコントローラ
ーまたはプロセッサーによっても決定することができる。
【００４６】
　図６は、ＧＰＳ機能性コンポーネントを利用するモバイル装置のユーザーから受信され
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た呼の位置を決定するための手順６００を図解する。この方法は、モバイル装置のユーザ
ーにより呼が開始されたとき６０２において開始する。この呼は緊急通話（例えば、９１
１の呼）であり得る。または、緊急ではない呼であり得る。一実施形態において、６０２
において呼が開始されると、セッションイニシエーションプロトコルに基づいたシグナリ
ングメッセージは、ＧＰＳ機能性コンポーネントにより供給されたロケーション情報を運
ぶことができる。ＳＩＰは、インターネット会議、電話、イベント通知、ビデオ、インス
タントメッセージング、オンラインゲーム、および／またはバーチャルリアリティのよう
なオプショナルマルチメディアエレメントを含むことができるインタラクティブユーザー
セッションを開始し、変更し、終了するために利用することができるシグナリングプロト
コルである。例えば、６０４において、ロケーション情報はＶｏＩＰ呼エージェントに運
ぶことができる。したがって、緊急事態が発生する場合、ＶｏＩＰ呼エージェントはロケ
ーション情報を有し、呼び出し元のロケーションを知っている。６０６において、ＶｏＩ
Ｐ呼エージェントはこの情報を適当なエージェンシーに供給することができる。これは、
呼び出し元が呼び出し位置を知らずおよび／またはそのような情報を呼受取人に通信する
ことができないときに有用である。
【００４７】
　他の実施形態において、呼は、ユーザーのホームネットワーク／ＷＬＡＮのサービスエ
リア外部において作ることができる。例えば、ＷＬＡＮ　ＡＰは、ユーザーの家に配置し
てもよく、ユーザーはユーザーの裏庭で携帯電話で話してもよい。ユーザーが話しをして
いるとき、ユーザーは、（意図的におよび／または非意図的に）異なるＷＬＡＮによりサ
ービスされるサービスエリア上を歩き回っているかもしれない。他の実施形態において、
ユーザーは携帯電話を遠隔部位（例えば、友達の家、親戚の家、学校）に持って行っても
よい。
【００４８】
　他の実施形態において、呼は６０２において開始される。モバイル装置がワイヤレスア
クセスポイント（ＷＡＰ）を介してブロードバンドアクセスを有するロケーションにいる
なら、モバイル装置は、６０８においてそのようなブロードバンドアクセスを利用する。
モバイル装置のロケーションは、装置のＷＷＡＮインターフェースを利用して得られるロ
ケーション情報を送信することができるトランシーバーを介して、呼の期間、６１０にお
いて提供することができる。ＷＬＡＮ機能性により発生された音声データは、ロケーショ
ン情報と一緒に送信される通信のためにトランシーバーに供給することができる。この手
順は、例えば、子供が緊急通話（または非緊急通話）するためにハンドセットを使用する
ことができる学校または教育環境において利用することができる。ハンドセットは、ユー
ザー（子供）の位置を決定するための学校および／または他の施設により提供されるブロ
ードバンドアクセスを利用することができ、情報を呼の受取人（例えば、警察、消防署）
に供給することができる。従って、子供（または他の人）は、子供がロケーション情報を
通信する必要なくして、位置を決定することができる。
【００４９】
　図７を参照すると、図解されているものは、ＧＰＳ機能性を提供するＧＰＳ受信機また
はＧＰＳコンポーネントを利用しない無線装置（例えば、携帯電話）の位置を決定するた
めの手順７００である。単一モードアクセス端末は、ＷＬＡＮまたはＷＰＡＮのような単
一機能性を有するアクセス端末である。例えば、家庭においてＶｏＩＰを取扱う携帯電話
は一般に埋め込まれたＧＰＳ技術を利用しない。しかしながら、いくつかの状況(例えば
、緊急時）において、ＧＰＳ技術を有さないモバイル装置のロケーションを決定すること
は依然として重要であるかもしれない。ユーザーが装置を異なるロケーション（例えば、
教育施設、友達の家）に運んだとき、装置が家から離れているときでさえも、装置のロケ
ーションは依然として決定することができる。この決定は、ＧＰＳ技術を利用しないモバ
イル装置の近傍にある他の装置（複数の場合も有る）の周知のロケーションに基づくこと
ができる。近傍は同じアクセスポイントおよび／またはＧＰＳ技術を有さない携帯電話に
より利用されるアクセスポイントのある地理的エリア内のアクセスポイントを含んでいて
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もよい。
【００５０】
　呼が、ＧＰＳ技術を有さないモバイル装置のユーザーにより開始されるとき、７０２に
おいてロケーションの決定が開始される。モバイル装置は、電話をかけるためにアクセス
ポイントにコンタクトする。アクセスポイントはリストを有することができる。または同
時にデュアルモード装置（複数の場合もある）（例えば、ＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ、および／
またはＧＰＳ機能性を利用する装置）から情報を受信することができる。デュアルモード
装置（複数の場合も有る）は、制御メッセージまたは管理メッセージを介して動作のモー
ド（インフラストラクチャまたはアドホック）に応じてロケーション情報をアクセスポイ
ントまたは他のＷＬＡＮステーション（ユーザー端末）に供給することができる。デュア
ルアクセス端末からのロケーション情報を有するアクセスポイントは、この情報をインフ
ラストラクチャネットワークにブロードキャストすることができる。アクセスポイントの
近傍にある他のユーザー端末は、７０８においてロケーション管理のためにその情報を使
用することができる。７１０において、ＶｏＩＰアクセス端末は、ＳＩＰシグナリングメ
ッセージ内のロケーション情報を使用してロケーション情報を示すことができる。７１２
において、ロケーション情報は、ロケーションベースサービスおよび／またはマーケティ
ングおよび／またはセールスメッセージをモバイル装置（複数の場合もある）に供給する
ために利用することができる。ユーザーが屋外モールまたは屋内モールのような小売店に
いるなら、モバイル装置のユーザーに特定の小売情報に関する情報を供給するために、ロ
ケーション情報を利用することができる。破線により示されるように、マーケティングお
よび／または広告はオプションであり、開示された実施形態で利用されなくてもよいこと
が理解されるべきである。
【００５１】
　ユーザーは、ユーザーの最後の周知の座標である、特定の場所からビルに入るので、ビ
ル内部にいるユーザーのロケーションは、おおよそ近似値を求めることができる。最後の
周知の座標は、ユーザーがビルを出て、ＧＰＳ機能性および／または他の位置決定手段を
利用して新しいロケーションを確立することができるときまで、ラッチまたは維持するこ
とができる。ユーザーがビルまたは建造物を出ると、アクセス端末は、ＧＰＳまたは他の
位置決定手段を介して現在の位置を獲得するであろう。さらに、ビルに入る複数のユーザ
ーがいることができ、各ユーザーの最後の周知の座標を結合して、特定のアクセスポイン
ト（ＷＬＡＮ）および／または基地局（ＷＡＮ）のためのレンジ決定を構成することがで
きる。アクセスポイント（ＷＬＡＮ）は、基地局（ＷＡＮ）に対しておよび／またはロケ
ーション情報をアクセスポイントにフィードバックする任意の装置に対してその位置を決
定することができる。従って、アクセスポイントが自分のロケーションを決定するための
手段を有さないかもしれないとしても、ロケーション情報は、そのアクセスポイントをア
クセスするモバイル装置を介して提供される。
【００５２】
　図８は、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ，および／またはＷＰＡＮネットワーク内のアクセスポイ
ントを利用するための手順８００を図解する。ＷＷＡＮおよびＷＬＡＮおよび／またはＷ
ＰＡＮ機能性を有するモバイル装置は、例えば、モバイル装置に位置することができるＧ
ＰＳ受信器からまたはＷＷＡＮのパイロットシグナリングを介して正確なネットワークタ
イミングを受信することができる。このタイミングはサービスの質（ＱｏＳ）および／ま
たはハンドオフ管理のために利用することができる。領域内にあるモバイル装置および／
またはホットスポットまたは多重アクセスポイントの近傍にあるモバイル装置は、８０２
においてアクセスポイントからビーコンを受信することができる。ビーコンを受信すると
、８０４において、モバイル装置は、内部ＧＰＳ機能性を利用してまたはＷＷＡＮインタ
ーフェースを介して得られるＷＷＡＮタイミングに関連するビーコンの到着時刻をタイム
スタンプすることができる。ビーコン情報は、ＷＬＡＮ　ＡＰ等において、アクセスポイ
ント識別子、アクセスポイントロケーション、現在のネットワーク負荷を含むことができ
る。スタンプされた到着時刻および他の情報は、８０６において、例えば、ＷＷＡＮリン
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クを介してネットワーク管理（ＮＭ）システムに、モバイル装置により送信することがで
きる。８０８において、ＮＭシステムは、アクセスポイントおよび／または到着時刻のリ
ストを保持する。この情報は、ＮＭシステムに関連するデータベースまたはメモリにより
保持することができる。例えば、ＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮのためのＮＭシステム
は、ＷＬＡＮ／ＷＰＡＮのエリア内の検出されたアクセスポイント、アクセスポイントが
使用しているチャネル、および／またはそれらのビーコン送信時間、および各ＡＰにおけ
る現在の負荷のリストを保持する。ユーザーは、適切なＡＰおよび／または加入するネッ
トワークを選択する際にこの情報を利用することができる。
【００５３】
　８１０において、ＮＭシステムは、モバイル装置が接続することができるエリア内のア
クセスポイントのリストをモバイル装置に送信することができる。８０８において、アク
セスポイントリストは、それぞれのチャネルおよび／またはビーコン送信時間およびアク
セスポイントにおける現在の負荷並びにＮＭシステムにより収集され保持される他の情報
を含むことができる。
【００５４】
　他の実施形態において、モバイル装置（例えば、アクセス端末）は、アクセスポイント
の各々に対してビーコン時間を合わせることができ、受信されたチャネル品質情報（例え
ば、ＳＮＲ）を測定することができる。モバイル装置は、現在のＡＰとともに現在のネッ
トワークおよび他のネットワークのリンク品質についての情報を共有することができる。
この情報は８０８においてＮＭシステムに渡すことができ、他のユーザーに対してアクセ
ス可能にすることができる。そのような方法で、ＷＬＡＮ／ＷＰＡＮのためのハンドオフ
管理は提供することができる。さらにまたは代替的に、この情報は、特定のシグナリング
および／または情報エレメントビーコンを介して各アクセスポイントによりブロードキャ
ストすることができる。情報エレメントビーコンは、ＮＭシステムまたは隣接ネットワー
ク情報を更新するために、アクセスポイントの近傍にあるモバイル装置（複数の場合もあ
る）により利用することができる。
【００５５】
　他の実施形態において、図９の手順９００に図解されるように、ＷＷＡＮとＷＬＡＮ／
ＷＰＡＮとの間のモバイル装置をシームレスに切り替えるためにロケーション情報を利用
することができる。方法は９０２において始まる。この場合、モバイル装置のロケーショ
ン情報は、ＧＰＳ機能性コンポーネントまたは他の位置決定手段（例えば、三角測量、近
傍内の他の装置のロケーション・・・）を介して利用可能にすることができる。９０４に
おいて、ＷＷＡＮを介して利用可能な信号品質は貧弱であるという表示はモバイル装置に
送信することができる。例えば、モバイル装置は、特定の機能を実行するためにおよび／
またはその装置のための特定のリンクのための必要条件／サービスの質を満足するために
、特定の帯域幅および／または信号強度が利用可能でなければならないことを示すことが
できる。リンク条件がこれらの要件および／または品質レベルに適合しないなら、メッセ
ージを送信することができ、および／またはモバイル装置により発生することができる。
システム要件に関する情報（例えば、帯域幅、信号強度・・・）は、モバイル装置のメモ
リに記憶することができ、情報は１つ以上の装置アプリケーションに関連するので、サー
ビスプロバイダーおよび／またはユーザーにより提供される情報に基づいていてもよい。
モバイル装置に関連するプロセッサーは、記憶された情報を解析することができ、システ
ム要件が満足されるか否かを決定する。必要条件が満足されるなら、装置は、現在のネッ
トワークに接続することができる。必要条件が満足されないなら、装置は、装置必要条件
を満足するネットワークをサーチすることができる。
【００５６】
　例えば、ＷＬＡＮ機能性は９０６においてビーコンを検出することができ、ＷＬＡＮア
クセスポイントにおいて利用可能な信号強度および／または帯域幅を決定する。この情報
は、例えば、帯域幅および／または信号強度がＷＷＡＮ上でよりもＷＬＡＮ上で優れてい
るなら、ＷＷＡＮからＷＬＡＮに切り替えるための決定をするために、９０８において、
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ＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮ機能性コンポーネントを介してモバイル装置により利用
することができる。この情報はＷＬＡＮからＷＷＡＮに切り替えるために利用することが
できる。ＷＬＡＮからＷＷＡＮへの遷移および／またはＷＷＡＮからＷＬＡＮへの遷移は
シームレスであり、そのような装置のユーザーは、ネットワークのタイプにおいて切替が
あったことに気づかないかもしれないことが理解されるべきである。
【００５７】
　他の実施形態において、９０６において決定された信号強度および／または帯域幅は、
９１０において他の装置に接続するために利用することができる。例えば、モバイル装置
が他の装置との接続性を可能にするなら、モバイル装置は、これらの他の装置に接続する
ことができる。そのような方法において、モバイル装置は、ＷＬＡＮを介して提供される
接続を利用する。一例として限定されないが、無線装置は、コンピューターを介して利用
可能なＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮ機能性を利用するためにコンピューターに接続す
ることができる。
【００５８】
　図１０はモバイル装置のサービス（複数の場合もある）を自動的に強化するためにロケ
ーション情報を利用するための手順１０００の他の実施形態を図解する。例えば、ＷＷＡ
Ｎを介してアクセス端末上でビデオ通話を開始することができる。例えば、ＷＷＡＮ上の
不十分な帯域幅を介して、ビデオおよび／またはグラフィクス分解能は、貧弱になるかも
しれないまたは貧弱になる。代替的にまたはさらに、ユーザーはオフィスで会議を開始す
ることができ、会議の期間に他のロケーション（例えば、自宅、コーヒーショップ、図書
館・・・）に移動することを望むかもしれない。これは、異なる時間ゾーンにいる呼び出
し元に適応するために深夜に電話をかける状況を含む。呼は１つのロケーションにおいて
開始することができ、会話の期間、どちらかのパーティまたは両方のパーティが異なるロ
ケーションに移動することができる。ユーザー（複数の場合もある）がロケーションを変
えるので、呼は中断されることなく継続することができる。モバイル装置は、異なるアク
セスポイントおよび／またはネットワークを介して移動されるとき、モバイル装置はシー
ムレスに認証することができる。
【００５９】
　１００２において、アクセスポイント（例えば、ＷＷＡＮアクセスポイント）に接近し
てモバイル装置が移動すると、モバイル装置のＧＰＳコンポーネントまたは他の位置決定
手段により提供されるロケーション情報はネットワークマネージメント（ＮＭ）システム
に送信することができる。１００４において、ＮＭシステムは、アクセス端末にアクセス
ポイントを探すように指示することができ、エリア内に存在するＷＬＡＮ　ＡＰｓについ
ての情報、それらの動作チャネル、ビーコンタイミング、および他の情報を提供する。１
００６においてアクセス端末は、アクセスポイントをサーチすることができ、ビーコンに
連続追跡することができ、これは、ＮＭシステムにより提供されるビーコンタイミングで
あり得る。１００８において、例えば、ハンドオフは、装置をＷＷＡＮからＷＬＡＮにお
よび／またはＷＬＡＮからＷＷＡＮに切り替えるように実行することができる。ＷＬＡＮ
は典型的にブロードバンドネットワークに接続されているので、呼品質は、呼送信がＷＬ
ＡＮに出力先を変更するなら著しく改良される。ビデオとグラフィクスの分解能は大いに
改良されることができる。モバイル装置（例えば、アクセス端末）は、コンピューターデ
ィスプレイに取り付け、高い分解能のビデオ呼を利用することができる。これは、強化さ
れた性能またはアクセスが以前に利用できなかったエリア内の性能のような可能な強化さ
れたサービスを構成する。
【００６０】
　代替的にまたはさらに、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ　ＷＬＡＮ規格において、タイムベー
ススケジューリングを行うことができる。例えば、アクセスポイントは、アクセス端末へ
のパケットの送信およびアクセス端末からのパケットの受信のためのスケジュールを宣言
することができる。アクセス端末は所定の時間にパケットを受信することができ、パケッ
トを送信すべき時間が生じるとパケットを送信することができる。これらのスケジュール
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は、ＷＷＡＮシグナリングリンクを介してＮＭシステムにより通信することができ調整す
ることができる。ＮＭシステムは、適切なスケジュール情報とともに異なるアクセスポイ
ントに異なるアクセス端末を割り当てることができる。
【００６１】
　さらなる実施形態において、あるアプリケーションは、厳しいジッターニーズ(jitter 
needs)を持つことができ、ネットワークからタイミングを受信する必要があるかもしれな
い。例えば、ＶｏＩＰにおいて、ジッターは、パケット到着間の時間の変化であり、ネッ
トワーク輻輳、タイミングドリフトおよび／またはルート変更により生じることができる
。
【００６２】
モバイル装置において利用可能な正確なタイミングはジッターニーズを有したアプリケー
ションのために利用することができる。アクセスポイントおよびモバイル装置は、ネット
ワーククロックから駆動することができる。アクセスポイントが正確なクロックを有して
いないなら、モバイル装置は、ＧＰＳ機能性を提供するＧＰＳコンポーネントを介しての
ように、アクセスポイントにタイミングを供給することができる。アクセスポイントは、
デュアルモードでないおよび／またはタイミング機能性を有さないアクセス端末により利
用可能なモバイル装置から受信されたタイミングを作ることができる。
【００６３】
　さらなる実施形態において、ＷＷＡＮおよびＷＬＡＮ技術は、自己設定アドホックネッ
トワークを構成するために利用することができる。アドホックネットワークは、アクセス
ポイントを利用するインフラストラクチャモードで動作することができる。またはステー
ション（例えば、モバイル装置）のみから構成されるがアクセスポイントを持たない無線
ネットワークであり得る。または、インフラストラクチャモード（アクセスポイント）お
よびピアツーピアモードの両方を利用するネットワークであり得る。また、アドホックネ
ットワークは、独立したベーシックサービスセット（ＩＢＳＳ）ネットワークと呼ぶこと
ができる。
【００６４】
　アドホックネットワークは、アプリケーションシナリオに応じて異なる特性を持つこと
ができる。例えば、ある緊急シナリオ（例えば、災害）において、異なるエージェンシー
（例えば、消防署、警察、治安機関・・・）は異なる周波数を利用するかもしれないので
、通信は最小の中断で維持することができる。それゆえ、これらのエージェンシーは、効
率的に応答することができないかもしれないまたは互いに通信する際に困難性を有するか
もしれない。デュアルモードアクセス端末は、緊急（およびルーチン）状況の期間に複数
のエージェシーの必要性を扱うことができる低コストコマーシャルシステムを提供するこ
とができる。
【００６５】
　図１１を参照すると、図解されるものは利用可能なアクセスポイントがない状況におい
てアドホックネットワークを供給する手順１１００である。これは、救急隊員がデュアル
モードアクセス端末を有する場合に、ビル内部で有益である。方法は、１１０２で始まり
、ビルまたは他の収容されるエリア内に位置する端末はＷＬＡＮモードにある。メッセー
ジが端末において開始されるとき、端末は持っているすべての情報をその付近のアクセス
端末に中継する。１１０４において、情報を受信する各端末は、（端末ユーザーからおよ
び他の端末からの両方）有する情報をそれぞれの付近内の端末に中継する。１１０６にお
いて、端末間の情報のこの中継は、ＩＢＳＳネットワークを形成する。１１０８において
、情報は、最終的に、ＷＷＡＮ接続を有することができるアクセス端末に送られる。従っ
て、急速に変化する緊急環境において、アクセス端末が端末のユーザー並びにその付近の
他のアクセス端末から受信する情報をブロードキャストするための単一の実施を形成する
ことができる。これは、帯域幅の非最適な利用を作成することができるけれども、情報が
最終的にビル外部に送信することができ、適切な受取人により受信することができる十分
な冗長度を提供する。
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【００６６】
　代わりの実施形態において、より複雑な実施は、１１１０において示されるように、ル
ート構築のために、オープンショーテストパスファースト（ＯＳＰＦ）タイプのプロトコ
ルを使用することができる。ＯＳＰＦは、ＩＰネットワークのためにオリジナルに開発さ
れた内部ゲートウエイルーチングプロトコルである。プロトコルはショーテストパートフ
ァーストまたはルーターが情報をネットワーク内のノードに送信するために使用すること
ができるリンクステートアルゴリズムに基づいている。各ノードへのショーテストパスは
、ノードを含むトポグラフィに基づいて計算することができる。しかしながら、これらの
プロトコルは収束するのに多少の時間がかかるかもしれず、トポロジーが常に変化してい
る状況では適切でないかもしれないということに留意する必要がある。
【００６７】
　図１２は、ＷＬＡＮ技術および／またはＷＷＡＮ技術を利用して構成することができる
例示自己設定アドホックネットワーク１２００を図解する。例えば、大都市エリアは、高
い帯域幅を持たなければならないが、高い移動性を必要としないアプリケーションに対し
て、ＷＬＡＮノードのクラスターによってサービスを受けることができる。一般に、ファ
イバリンク上のすべてのＬＡＮノードからＷＡＮへの迂回中継トラヒックは高価な計画で
あり、それゆえ自己設定アドホックネットワークはより安価な代替物を提供することがで
きる。
【００６８】
　図解されるように、モバイル装置１２０２は、ＷＬＡＮノード１２０４、１２０６、１
２０８のクラスターとワイヤレスに通信することができる。少数のノード１２０４、１２
０６がファイバ迂回中継施設に接続されるかもしれない。一方、他のノード（複数の場合
もある）１２８は、ファイバ迂回中継施設１２１０に接続されない。１つの施設が示され
ているけれども、ネットワークは１つ以上の施設を含むことができることが理解されなけ
ればならない。ＷＬＡＮノード１２０４、１２０６、１２０８は、モバイル装置１２０２
および／またはノード１２０８のようなソースノードからのトラヒックをノード１２０４
、１２０６のようなファイバ送信施設により接続されたノードに中継するために利用する
ことができる。
【００６９】
　１つ以上のノードは、ノード１２０８のような複数のＷＬＡＮチャネル上で同時に動作
するように構成されたホットスポットノードであり得る。チャネル１２１２の１つは、ノ
ードに関連するステーションからのトラヒックをピックアップするために利用することが
できる。他の１つ（またはそれ以上の）チャネル１２１４は、中継機能を実行するために
利用することができる。あるいは、シングルチャネル１２１６は、ホットスポットノード
１２０４と相関することができ、シングルチャネル１２１６は、トラヒックをピックアッ
プし、中継機能性を実行するために利用することができる。
【００７０】
　ネットワークトポロジーを構成すること、異なるノードにチャネルを割り当てること、
および／またはルーチングを決定することは、ＷＬＡＮノード１２０４、１２０６、１２
０８間の制御、調整および通信を介して提供されなければならない。この機能性を達成す
るために、１つ以上のＷＬＡＮノードは、ノード１２０６で図解されるように、ＷＷＡＮ
機能をその中に組み込むことができる。デュアル機能性は、制御の目的のために利用する
ことができる帯域外チャネルを利用可能にする。
【００７１】
　ネットワークマネージメント（ＮＭ）システム１２１８は、アドホックネットワーク１
２００と関連し、イニシャルトポグラフィを作成することができる。また、ＮＭシステム
は、どのチャネル１２１２、１２１４、１２１６を使用するかを決定することができる。
ＮＭシステムの他の機能は、ノード１２０４、１２０６、１２０８間のルーチングの決定
であり得る。
【００７２】
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　一例として、限定されないが、ハンドセットを提供することができる。または、第１の
アクセスポイントがそのピークにあり、ある時間にどの周波数でそのリソースの大部分を
使用しているかという情報をＷＡＮを介して得ることができる。第１のアクセスポイント
に近接近する異なるアクセスポイントは、異なる時間に異なる周波数でそのピークに到達
してもよい。この情報を用いて、ハンドセットは、第２のアクセスポイントにより利用さ
れるチャネルまたは周波数に継続的に調整される必要はない。なぜなら、ハンドセットに
は、すでに、第１および第２のアクセスポイントについての情報を供給することができる
からである。そのような方法で、ハンドセットは、いずれかのアクセスポイントのビーコ
ンに同調し聞くときを知る。また、ハンドセットは、異なるアクセスポイントに移動する
ことができるか否かおよび／またはロケーションおよびタイミング情報の両方を利用する
周波数を決定することができる。
【００７３】
　図１３を参照すると、図１２を参照して図示され説明されたネットワークと類似する自
己設定アドホックネットワークを構成するために、ＷＬＡＮおよび／またはＷＷＡＮ技術
を利用するための手順１３００が図解される。方法は１３０２において始まる。各ノード
は、そのＧＰＳ座標を示すためにＷＷＡＮチャネル利用する。これはＮＭシステムに通信
することができる。１３０４において、各ノードのロケーションの知識を有するＮＭシス
テムはイニシャルトポロジーを作成することができる。トポロジーは、ノードとノードか
ら、ファイバによりＷＡＮに接続されたノードへの異なるルートとの間の豊富な接続性を
得るように設計される。また、１３０６において、ＮＭシステムは使用されるチャネル並
びにルーチングを決定することができる。１３０８において、各ノードに関係する情報は
、ＷＷＡＮにダウンロードすることができる。ワイヤレスホットスポットがアクティブに
なると、１３１０においてさらなる測定を収集することができる。１３１２において、受
信された信号強度は、ＮＭシステムに送信することができる。ＮＭシステムは、実際のフ
ィールド条件を考慮するためにイニシャルトポロジーとルーチングを利用することができ
る。さらに、アクセスポイントは、自分自身を同期させるためにＷＷＡＮにより発生され
たタイミング情報を利用することができる。
【００７４】
　上に記載された手順およびシステムは、集中型のアプローチであり、強いＱｏＳ必要性
を有するホットスポットの大きなネットワークに対して使用することができる。ネットワ
ークのキャパシティは、干渉を最小にしながら最大にすることができる。
【００７５】
　図１４は、アクセス端末の同期を容易にするためにＷＷＡＮ制御チャネル上のネイバー
リストをイニシャライズするための手順１４００の他の実施形態を図解する。この手順は
、自己設定ワイヤレスメッシュネットワークに利用することができる。ＷＬＡＮノードが
イニシャライズするとき、１４０２において、手順が始まる。ノードがイニシャライズす
るときと実質的に類似する時間で、ノードは、１４０４においてＷＷＡＮ制御チャネル上
のネイバーリストを交換する。これらのネイバーリストは、周辺地域のアクセスポイント
の情報および／またはこれらのアクセスポイントを利用しているモバイル装置の情報を含
むことができる。例えば、ネイバーリストは、ＷＷＡＮを介した通信に応答してモバイル
装置により送信されたタイミング信号を含むことができる。オープンショーテストパスフ
ァースト（ＯＳＰＦ）のようなプロトコルを利用してネイバーリストを交換し、分散され
た方法でショーテストパスを作成することができる。１４０４において、タイミングリス
トの交換は、ＷＬＡＮを介して送信されたおよびＷＷＡＮを介した通信に応答して送信さ
れたタイミング信号に基づいて送信された第２のタイミング信号を含むことができる。モ
バイル装置またはアクセス端末は、ＷＬＡＮを介して、第２のタイミング信号に基づいて
１つ以上の他のアクセス端末と通信するために、１４０６において、自己同期するために
ＷＷＡＮにより発生されたタイミング情報を利用することができる。これは、その周辺が
（例えば、ネイバーリストからまたは自身のＷＷＡＮ機能を介して直接）知られている最
も近いＷＷＡＮまたはＷＬＡＮアクセスポイントを介して直接行うことができる。あるい
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は、ＷＷＡＮまたはＷＬＡＮアクセスポイントは、結合されたＷＷＡＮおよびＷＬＡＮ機
能性を有するアクセス端末からこの情報を受信してもよい。例えば、タイミング信号の送
信は、タイミング信号を第１のアクセス端末から、第１アクセス端末と同期する１つ以上
の他の端末に送信することを含むことができる。
【００７６】
　図１５は、ＷＬＡＮネットワークにおけるピアツーピア通信１５００を図解する。ある
シナリオにおいて、個々のアクセス端末１５０２および１５０４は、１つ以上のＷＬＡＮ
アクセスポイント１５０６、１５０８を用いて互いに通信することができる。この通信を
改良するために、ＷＷＡＮアクセスポイント１５０８、１５１０からのタイミング情報を
利用してアクセス端末クロックを同期させることができる。いくつかのアクセスポイント
は、ＷＬＡＮ機能性１５０６のみをまたはＷＷＡＮ機能性１５１０のみをまたはＷＬＡＮ
機能性とＷＷＡＮ機能性の両方の結合１５０８を含むことができることが理解されるであ
ろう。
【００７７】
　装置がＷＷＡＮ機能性１５１２、１５１４またはＷＷＡＮアクセスポイントの知識を有
しているなら、タイミング情報は、ＷＬＡＮアクセスポイントを介して提供することがで
きる。あるいは、いずれかまたは両方のアクセス端末上のＷＷＡＮ機能性は、ＷＬＡＮを
介して通信するために情報を使用することができるアクセス端末にこの情報を供給するた
めに利用することができる。
【００７８】
　図１６は、独立したベーシックサービスセット（ＩＢＳＳ）ネットワークにおいて登録
および／または認証のための手順１６００を図解する。ＩＢＳＳネットワークは、バック
ボーンインフラストラクチャを有さないＩＥＥＥ８０２．１１ベースワイヤレスネットワ
ークである。ＩＢＳＳネットワークは、少なくとも２つのワイヤレスステーションから構
成される。ＩＢＳＳネットワークは、少しの計画でまたは全く計画なくして迅速に構築す
ることができるので、アドホックネットワークと呼ぶことができる。アクセス端末または
ＷＬＡＮアクセスポイントに存在するＷＷＡＮ機能性は、ＷＬＡＮアクセスポイントを介
したサービスへの通信またはアクセスのために、アクセス端末の登録および／または認証
のために利用することができる。
【００７９】
　方法は１６０２で始まる。この場合、アクセス端末におけるＷＷＡＮ機能性は、装置識
別または登録メッセージ（例えば、加入者識別モジュール上に存在する装置識別）を示す
ことができる。第１登録メッセージは暗号化鍵を含むことができる。装置識別または登録
メッセージは、第１のアクセス端末からＷＷＡＮを介して認証することができる。１６０
４において、第２の登録メッセージまたは装置識別は、ＷＬＡＮアクセスポイントまたは
他のサービスに送信し供給することができる。第２の登録メッセージは、第１の登録メッ
セージに基づくことができる。ＷＬＡＮへのメッセージは、迂回中継を介してまたは無線
トークンを介して、またはアクセス端末のためのＷＷＡＮを介して得られたエアーインタ
ーフェースを介して送信することができる。また、これは、ＷＷＡＮシステムまたはＷＬ
ＡＮシステムを介して認証することができる装置に固有の暗号鍵を利用することを可能に
する。
【００８０】
　登録／認証アプローチは、アクセス端末のユーザーが、ＷＬＡＮ機能性を有するが、ブ
ロードバンドまたはネットワーク、例えばインターネットへの完全な迂回中継接続を欠い
ているキオスクと無線通信している場合に有益である。この状況において、販売シナリオ
（例えば、音楽、ビデオ、または他の情報）のための認証または課金情報はＷＷＡＮを介
して提供することができる。例えば、ユーザー識別は、それが装置固有であろうとなかろ
うとまたはユーザー固有であろうとなかろうと（例えば、パスワードまたは暗号鍵）ＷＷ
ＡＮ全体にわたって交換することができる。これは、１６０６において、アクセス端末が
トークンまたは他の認証コードを取得することを可能にする。１６０８において、トーク
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ンまたは他の認証コードは、無線でキオスクに送信することができ、アクセス端末がビデ
オ、歌、または他のマルチメディアコンテンツをアクセス可能にする。そのような方法で
、ＷＬＡＮを介してアクセスは、アクセス端末に供与される。第２の登録メッセージがＷ
ＷＡＮを介してアクセス端末に送信された後、第３の登録メッセージが、第２の登録メッ
セージに基づいて、アクセス端末からＷＬＡＮアクセスポイントに送信することができる
。この第３の登録メッセージは、無線インターフェースを含む種々のメディアを介して送
信することができる。
【００８１】
　また、このマルチメディアコンテンツもモバイル装置のロケーションに基づいて提供す
ることができる。例えば、モールでは、マルチメディアコンテンツは、ユーザーロケーシ
ョン並びにユーザー嗜好に基づいて１つ以上の小売店並びに他の小売店から提供すること
ができる。ユーザー嗜好は、以前にユーザーにより通信され、モバイル装置のメモリに記
憶された嗜好であり得る。モバイル装置に関連するプロセッサーは、メモリに記憶された
情報を解析することができ、マルチメディアコンテンツが受け取られるべきかどうかおよ
びユーザーに通信されるべきかどうかまたは無視して装置のユーザーに通信しないかどう
かを決定することができる。他の実施形態において、ユーザー嗜好は、情報を保持するサ
ービスプロバイダーに通信することができる。例えば、ユーザーがスポーツ用品店の近く
におり、そのようなユーザーがスポーツおよび／またはスポーツ用品に関連する任意の情
報（例えば、経常販売高、値引き、イベント・・・）を望まないことを以前に示していた
なら、特定の店によりブロードキャストされる情報がユーザーのモバイル装置に送信され
るのを防止することができる。マルチメディアコンテンツはオプションであり、開示され
た実施形態は、マルチメディアコンテンツを採用することなく利用できることが理解され
なければならない。
【００８２】
　他の実施形態によれば、アドホックＷＬＡＮネットワークは、ＷＷＡＮを介して接続す
ることができる。例えば、１つ以上のＩＢＳＳネットワークが発見されるなら、それらは
、ＷＷＡＮにより提供される迂回中継を介して接続することができる。所定のＩＢＳＳに
おいて、１つ以上のＷＬＡＮノード／ステーションがＷＷＡＮのアクセスポイントにより
発見されたならまたは発見されるなら、これは利用可能かもしれない。これは、より大き
な帯域幅を有してもよいまたは改良されたサービスをアクセスしてもよいＷＷＡＮ迂回中
継を介して、異なるＩＢＳＳｓからＷＬＡＮステーションの接続を可能にする。異なるＩ
ＢＳＳｓは、異なるエリアに無線受信地域を提供することができる。これは、互いに対し
て非継続であり得る。
【００８３】
　他の実施形態によれば、ＩＢＳＳネットワークにおけるマルチキャストおよび／または
ブロードキャストのための能力がある。ブロードキャストおよびマルチキャストメッセー
ジは、ＷＷＡＮ迂回中継を介して提供することができる。これは、ロケーション情報に基
づいてブロードキャストメッセージまたはデータまたはマルチキャストメッセージまたは
データを提供することを容易にすることができる。さらに、これは、ＷＷＡＮを介して利
用可能なタイミング情報に基づいて同期されたブロードキャストまたはマルチキャストメ
ッセージを送信するための能力を提供することができる。（例えば、隣接するＷＷＡＮア
クセスポイントからのタイミング信号はタイミングの目的のために利用することができる
）。
【００８４】
　図１７は、例示アドホックメッシュネットワーク１７００を図解する。ネットワーク１
７００は、４つのアクセスポイントまたは基地局「Ａ」１７０２、「Ｂ」１７０６、「Ｃ
」１７０４および「Ｄ」１７０８を利用したアドホックネットワークとして図解される。
アドホックメッシュネットワーク１７００は、任意の数のアクセスポイントを採用するこ
とができる。説明の目的のためにのみ４つのアクセスポイントが選択される。アドホック
メッシュネットワーク１７００は、（図示するように）アクセスポイントを利用するイン
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フラストラクチャモードのネットワーク、アクセスポイントを利用しないピアツーピアネ
ットワーク、またはインフラストラクチャモード（アクセスポイント）およびピアツーピ
アモードの両方を利用するネットワークを利用するインフラストラクチャモードにおける
ネットワークであり得る。
【００８５】
　ネットワーク１７００のトポロジーは、アクセスポイントＡ１７０２は無線通信を介し
てアクセスポイントＢ１７０４、アクセスポイントＣ１７０６および／またはアクセスポ
イントＤ１７０８を介して接続されることを、図解する。効率的なリンクに関連する決定
は、アクセスポイントに対して確立されなければならない。この決定はワイドエリア制御
チャネルを介して実行することができる。この場合、各アクセスポイントはそのＧＰＳ座
標（または他のロケーション手段）をセントラルネットワークマネージメント（ＮＭ）シ
ステム１７１０に送信する。ネットワーク１７００内の全てのアクセスポイント１７０２
、１７０４、１７０６、１７０８のロケーションを有するＮＭシステム１７１０は、アク
セスポイント１７０２、１７０４、１７０６、１７０８間のネットワークトポロジーおよ
び通信リンクを決定する。例えば、ＮＭネットワーク１７１０は、トポロジーにおいて、
アクセスポイントＡ１７０２は、アクセスポイントＢ１７０４と接続すべきであり、アク
セスポイントＢ１７０４は、アクセスポイントＣ１７０６と接続すべきであり、アクセス
ポイントＣ１７０６はアクセスポイントＤと接続すべきであることを決定するかもしれな
い。また、ＮＭシステム１７１０は、周波数管理の機能として各アクセスポイントはどの
チャネルを使用すべきかを決定することができる。例えば、ＮＭシステム１７１０は、ア
クセスポイントＡ　１７０２がチャネルＡまたは２０ＭＨｚチャネルを使用すべきであり
、アクセスポイントＢ　１７０４が異なる２０ＭＨｚチャネル等のような異なるチャネル
を使用すべきであることを決定することができる。
【００８６】
　アドホックネットワークにおいて、アクセスポイントはいつでも削除または追加するこ
とができる。しかしながら、アクセスポイント間の通信は、通信のスムーズな送信を提供
するために一定のままであるべきである。大事件（災害等）が生じると、全体のトポロジ
ーを変更する必要があるかもしれない。従って、制御チャネルは、過度の干渉なしに適切
な接続性を供給するように構成しなければならない。各アクセスポイントはＷＬＡＮ機能
性を用いて構成することができる。ＷＬＡＮ機能性は許容チャネルを用いて各アクセスポ
イントを自動的に構成し、誰かがそのネットワーク管理チャネルを介して通信することを
可能にする。この許容チャネルは、制御チャネルの利用可能性の欠落に関連する問題を緩
和する。チャネルは、その座標をＮＭシステム１７１０に通信する。これは、任意のレベ
ルの帯域幅を介して確立することができる。狭い帯域のＷＡＮチャネルは、この目的のた
めに十分であり得る。ロケーション情報が受信されると、アドホックネットワークは、再
構成することができ、または新しいアドホックネットワークが確立される。
【００８７】
　また、ＮＭシステム１７１０は、特定のパケットのルーチングを提供することができる
。ＮＭシステム１７１０は各アクセスポイント１７０２、１７０４、１７０６、１７０８
をアクセスすることができ、各アクセスポイント１７０２、１７０４、１７０６、１７０
８にルーチングテーブルを供給またはダウンロードすることができる。ルーチングテーブ
ルは、特定のパケットまたは特定のタイプのパケットに対してルーチング情報を供給する
ことができる。例えば、音声パケットが送られることになっているなら、（ルーチングテ
ーブルを介して）ＮＭシステム１７１０は、アクセスポイントに対して、音声パケットが
アクセスポイントＢ　１７０４に、送られ、次にアクセスポイントＣ　１７０６に送られ
、次にアクセスポイントＤ　１７０８等に、音声パケットがその最終あて先に到達するま
で送られることになっているように指示することができる。パケットがデータパケットで
あるなら、ルーチングは、アクセスポイントＤ　１７０８から、アクセスポイントＢ　１
７０４、アクセスポイントＡ　１７０２になるかもしれない。ビデオパケットは異なるル
ートを取るかもしれない。そのような方法で、ＮＭシステム１７１０は、アドホックネッ
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トワークのトポロジーまたは構成およびどのようにしてパケットがリアルタイムで送られ
るかの両方を決定している。従って、ＷＷＡＮネットワークは、アドホックネットワーク
（複数の場合もある）１７００を管理するための強力な制御およびシグナリング能力を提
供することができ、ＷＬＡＮネットワーク内の接続性ギャップを補うためにデータパスを
提供することができる。上述したルーチングおよび／またはトポロジーは例示の目的のた
めにであり、開示された実施形態を限定することを意味しない。
【００８８】
　ＮＭシステム１７１０はパケットルーチングを決定するために、トラヒック感度を考慮
することができる。例えば、リンクは、日、週等のある時間期間に確立することができる
。ＮＭシステム１７１０は、潜在的なピーク時間（例えば、朝のラッシュアワー、夕方の
ラッシュアワー・・・）の期間にトラヒックを監視することができる。そのような時間の
期間に、トラヒックのあるフローがあり得、ルーチングまたはリンクは高いレベルの柔軟
性で要求に応じて構築および／または変更することができる。
【００８９】
　ピアツーピアモード（アクセスポイントなし）またはインフラストラクチャモードとピ
アツーピアモードの組み合わせで動作しているネットワークにおいて、ハンドセットを用
いてネットワークまたはネットワークの一部が確立される。そのような状況で、ネットワ
ークの構成は迅速に変更することができるので、ＮＭシステムは、使用されないかもしれ
ない。この状況において、各ハンドセットはその情報をブロードキャストし、その情報を
受信するハンドセットは、情報を他のハンドセットに、再ブロードキャストする。情報の
このパッシングオフ(passing off)または再ブロードキャストは、情報があて先に到達す
るまで継続する。そのようなピアツーピアアドホックネットワークにおいて、第１のハン
ドセットＡは、ＷＬＡＮを利用してハンドセットＢに通信してもよい。ハンドセットＢは
、ＷＷＡＮを利用してハンドセットＣと通信してもよい。ハンドセットがＷＷＡＮ、ＷＬ
ＡＮ、ＷＰＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ等の機能性を有するなら、ハンドセットは、混合モードまた
はセットを利用して通信することができる。
【００９０】
　図１８を参照すると、１つ以上の開示された実施形態に従って無線通信環境において複
数の通信プロトコル間の調整された通信を容易にするシステム１８００を図解する。シス
テム１８００は、アクセスポイント及び／またはユーザー装置に常駐することができる。
システム１８００は、例えば受信機アンテナから信号を受信することができる受信機１８
０２を含む。受信機１８０２は、受信された信号をフィルタリングし、増幅し、ダウンコ
ンバートする等のように典型的なアクションを実行することができる。また、受信機１８
０２は、条件付けされた信号をデジタル化してサンプルを取得することができる。復調器
１８０４は、シンボル期間毎に受信されたシンボルを取得することができ、ならびに受信
されたシンボルをプロセッサー１８０６に供給することができる。
【００９１】
　プロセッサー１８０６は、受信機コンポーネント１８０２により受信される情報を解析
し、および／または送信機１８１６による送信のために情報を発生するために設けられる
プロセッサーであり得る。プロセッサー１８０６は、ユーザー装置１８００の１つ以上の
コンポーネントを制御し、および／または受信機１８０２により受信された情報を解析す
るプロセッサー１８０６は、送信機１８１６による送信のために情報を発生し、ユーザー
装置１８００の１つ以上のコンポーネントを制御する。プロセッサー１８０６は、さらな
るユーザー装置との通信を調整することができるコントローラーコンポーネントを含んで
いてもよい。
【００９２】
　ユーザー装置１８００は、プロセッサー１８０６に動作可能に接続され、調整する通信
に関連する情報および任意の他の適切な情報を記憶するメモリ１８０８をさらに含むこと
ができる。メモリ１８０８は、通信を調整することに関連するプロトコルをさらに記憶す
ることができる。ここに記載されたデータ記憶コンポーネント（例えばメモリ）は、揮発
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性メモリ、または不揮発性メモリ、または揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含むこ
とができることが理解されるであろう。例示であって、限定されないが、不揮発性メモリ
は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的にプロ
グラム可能なＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）または
フラッシュメモリを含むことができる。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして動
作するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができる。例示であって、限定され
ないが、ＲＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）
、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤ
ＲＡＭ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、SynchlinkＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡ
Ｍ）およびダイレクトランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ(登録商標））のような多くの形態で
利用可能である。主題システムおよび／または方法のメモリ１８０８は、限定されること
なく、これらのおよび任意の適切なタイプのメモリを含むように意図される。ユーザー装
置１８００は、シンボル変調器１８１０および変調された信号を送信する送信機１８１２
をさらに含む。
【００９３】
　図１９は、種々の観点に従って通信プロトコルの調整を容易にするシステム１９００の
説明図である。システム１９００は、基地局またはアクセスポイント１９０２を含む。図
示するように、基地局１９０２は受信アンテナ１９０６により１つ以上のユーザー装置１
９０４から信号（複数の場合もある）を受信し、送信アンテナ１９０８を介して１つ以上
のユーザー装置１９０４に送信する。
【００９４】
　基地局１９０２は、受信アンテナ１９０６から情報を受信し、受信された情報を復調す
る復調器１９１２に動作的に関連する受信機１９１０を含む。復調されたシンボルは、コ
ードクラスター、ユーザー装置割り当て、関連するルックアップテーブル、固有のスクラ
ンブリングシーケンス等に関連する情報を記憶するメモリ１９１６に接続されるプロセッ
サー１９１４により解析される。変調器１９１８は、送信アンテナ１９０８を介して送信
機１９２０によりユーザー装置１９０４に送信するために信号を多重化することができる
。
【００９５】
　図２０は、例示無線通信システム２０００を図解する。無線通信システム２０００は、
簡単のために１つの基地局と１つの端末を描画する。しかしながら、システム２０００は
、１つ以上の基地局またはアクセスポイントおよび／または１つ以上の端末またはユーザ
ー装置を含むことができることが理解されるべきである。この場合、さらなる基地局およ
び／または端末は、以下に記載する例示基地局および端末と実質的に類似するまたは異な
ることができる。さらに、基地局および／または端末は、ここに記載されたシステムおよ
び／または方法を採用して、それらの間の無線通信を容易にすることができることが理解
されるべきである。
【００９６】
　図２０を参照すると、ダウンリンク上で、アクセスポイント１９０５において、送信（
ＴＸ）データプロセッサー２０１０は、トラヒックデータを受信し、フォーマットし、符
号化し、インターリーブし、変調し（またはシンボルマップし）、変調シンボル（「デー
タシンボル」）を供給する。シンボル変調器２０１５はデータシンボルおよびパイロット
シンボルを受信し処理し、シンボルのストリームを供給する。シンボル変調器２０１５は
、データおよびパイロットシンボルを多重化し、Ｎの送信シンボルのセットを取得する。
各送信シンボルは、データシンボル、パイロットシンボルまたはゼロの信号値であっても
よい。パイロットシンボルは、各シンボル期間に連続的に送信されてもよい。パイロット
シンボルは周波数分割多重化（ＦＤＭ）、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）、時分割多
重化（ＴＤＭ）、周波数分割多重化（ＦＤＭ）または符号分割多重化（ＣＤＭ）であり得
る。
【００９７】
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　送信機ユニット（ＴＭＲＴＲ）２０２０はシンボルのストリームを受信して１つ以上の
アナログ信号に変換し、さらにアナログ信号を条件づけし（例えば、増幅し、フィルタし
、および周波数アップコンバートする）、無線チャネルを介した送信のために適したダウ
ンリンク信号を発生する。次に、ダウンリンク信号は、アンテナ２０２５を介して端末に
送信される。端末２０３０において、アンテナ２０３５は、ダウンリンク信号を受信し、
受信した信号を受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２０４０に供給する。受信機装置２０４０は
、受信された信号を条件づけし（例えば、フィルタし、増幅し、および周波数ダウンコン
バートする）、条件付けされた信号をデジタル化し、サンプルを取得する。シンボル復調
器２０４５はＮの受信されたシンボルを取得し、受信されたパイロットシンボルをチャネ
ル推定のためにプロセッサー２０５０に供給する。シンボル復調器２０４５は、さらにプ
ロセッサーからダウンリンクのための周波数応答推定値を受信し、受信されたデータシン
ボルにデータ復調を実行してデータシンボル推定値（これは送信されたデータシンボルの
推定値である）を取得し、データシンボル推定値をＲＸデータプロセッサー２０５５に供
給する。ＲＸデータプロセッサー２０５５は、データシンボル推定値を復調（例えばシン
ボルデマップ）し、デインターリーブし、およびデコードし、送信されたトラヒックデー
タをリカバーする。アクセスポイント２００５において、シンボル復調器２０４５とＲＸ
データプロセッサー２０５５による処理は、シンボル変調器２０１５とＴＸデータプロセ
ッサー２０１０による処理に対して相補的である。
【００９８】
　アップリンク上において、ＴＸデータプロセッサー２０６０は、トラヒックデータを処
理し、データシンボルを供給する。シンボル変調器２０６５は、データシンボルを受信し
パイロットシンボルと多重化し、変調を実行し、シンボルのストリームを供給する。次に
、送信機ユニット２０７０は、シンボルのストリームを受信して処理し、アップリンク信
号を発生する。アップリンク信号は、アンテナ２０３５によりアクセスポイント２００５
に送信される。
【００９９】
　アクセスポイント２００５において、端末２０３０からアップリンク信号は、アンテナ
２０２５により受信され、受信機ユニット２０７５により処理され、サンプルを取得する
。次に、シンボル復調器２０８０は、サンプルを処理し、アップリンクのための受信され
たパイロットシンボルおよびデータシンボル推定値を供給する。ＲＸデータプロセッサー
２０８５は、データシンボル推定値を処理し、端末２０３０により送信されたトラヒック
データをリカバーする。プロセッサー２０９０は、アップリンクに送信する各アクティブ
端末に対してチャネル推定を実行する。
【０１００】
　プロセッサー２０９０と２０５０は、それぞれアクセスポイント２００５における動作
を指示する（例えば、制御し、調整、管理する等）。それぞれのプロセッサー２０９０お
よび２０５０は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリユニット（図示せず）
に関連することができる。また、プロセッサー２０９０および２０５０は、それぞれ計算
を実行しアップリンクとダウンリンクのための周波数およびインパルス応答推定値を導き
出す。
【０１０１】
　多重アクセスシステム（例えば、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ等）の場
合、複数の端末は、アップリンク上で同時に送信することができる。そのようなシステム
の場合、パイロットサブバンドは、異なる端末間で共有されてもよい。チャネル推定技術
は、各端末のためのパイロットサブバンドが全体の動作バンド（恐らくバンドエッジを除
けば）に及ぶ場合に使用されてもよい。そのようなパイロットサブバンド構造は各端末の
ための周波数ダイバーシティを取得するために望ましいであろう。本明細書に記載された
技術は、種々の手段により実施されてもよい。例えば、これらの技術は、ハードウエア、
ソフトウエア、またはそれらの組み合わせで実施されてもよい。ハードウエア実施の場合
、チャネル推定に使用される処理ユニットは、１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
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Ｃｓ）、デジタルシグナルプロセッサー（ＤＳＰｓ）、デジタルシグナル処理装置（ＤＳ
ＰＤｓ）、プログラマブルロジック装置（ＰＬＤｓ）、フィールドプログラマブルゲート
アレイ（ＦＰＧＡｓ）、プロセッサー、コントローラー、マイクロコントローラー、マイ
クロプロセッサー、本明細書に記載した機能を実行するように設計された他の電子装置ま
たはそれらの組み合わせ内で実施されてもよい。ソフトウエアの場合、実施は、本明細書
に記載した機能を実行するモジュール（例えば、手続、機能等）を介して実行することが
できる。ソフトウエアコードは、メモリユニットに記憶してもよく、プロセッサー２０９
０および２０５０により実行されてもよい。
【０１０２】
　本明細書において記載した実施形態は、ハードウエア、ソフトウエア、ファームウエア
、ミドルウエア、マイクロコード、またはそれらの任意の組み合わせにより実施されても
よいことが理解されるべきである。システムおよび／または方法がソフトウエア、ファー
ムウエア、ミドルウエア、またはマイクロコード、プログラムコードまたはコードセグメ
ントで実施されるとき、それらは記憶コンポーネントのような機械読み取り可能な媒体に
記憶されてもよい。コードセグメントは、手続、機能、サブプログラム、プログラム、ル
ーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウエアパッケージ、クラスまたは命令の任意
の組み合わせ、データ構造またはプログラムステートメントを表してもよい。コードセグ
メントは、情報、データ、アーギュメンツ、パラメーター、またはメモリコンテンツを渡
すおよび／または受信することにより他のコードセグメントまたはハードウエア回路に接
続されてもよい。情報、アーギュメンツ、パラメーター、データ等は、メモリ共有、メッ
セージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク送信等を含む任意の適切な手段を
用いて渡され、送られ、送信されてもよい。
【０１０３】
　ソフトウエア実施の場合、本明細書に記載された技術は、本明細書に記載された機能を
実行するモジュール（例えば、手続、機能等）を用いて実施されてもよい。ソフトウエア
コードは、メモリに記憶されてもよく、プロセッサーにより実行されてもよい。メモリユ
ニットは、プロセッサー内部またはプロセッサー外部で実施されてもよい。プロセッサー
外部で実施される場合、メモリユニットは、技術的に知られた種々の手段を介して通信可
能にプロセッサーに接続することができる。
【０１０４】
　上に記載されたものは、１つ以上の実施形態の例を含む。もちろん、前述の実施形態を
記載する目的のためにコンポーネントまたは手順の全ての考えられる組み合わせを記載す
ることは不可能である。従って、記載された実施形態は、添付されたクレームの精神およ
び範囲内に入るすべてのそのような変更、変形および変形物を包含することを意図してい
る。"include"という用語が詳細な説明またはクレームにおいて使用される限りにおいて
、そのような用語は、クレームにおいて暫定用語として採用される"comprising"と同様の
方法で包括的であることが意図される。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月11日(2012.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル装置のロケーションを決定するための方法において、
　前記モバイル装置のロケーション情報を受信することと、
　アクセスポイントを用いて、前記モバイル装置と通信しているロケーション機能性を含
まない１つ以上の他の装置に、第１の無線ネットワークを用いて前記ロケーション情報を
送信することと、
を具備し、
　前記ロケーション情報は、無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）、無線ローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）または無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）
の１つまたは複数から選択された第２の無線ネットワークをアクセスするか否かを決定す
るために１つまたは複数の他の装置により操作可能である、ここにおいて、前記ＷＷＡＮ
、ＷＬＡＮ、またはＷＲＡＮの１つまたは複数から選択された第２の無線ネットワークを
アクセスするか否かを決定することは、前記モバイル装置に利用されているアプリケーシ
ョンまたはモバイル装置にダウンロードされるアプリケーションの帯域幅、前記ＷＷＡＮ
、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮのモバイル装置のユーザに対するコスト、および信
号強度または前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、またはＷＰＡＮに関する識別された前記アクセス
ポイントの数に基づく現在のロケーションにおける前記モバイル装置に利用可能な最良の
受信地域を含む基準から選択された基準に基づいて決定することを含む、法方。
【請求項２】
　少なくとも一部分前記受信されたロケーション情報に基づいて前記モバイル装置にメッ
セージを送信することをさらに具備する、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記送信されたメッセージは、１つ以上のロケーションベースサービス、ロケーション
ベースマーケティング、およびロケーションベースセールスメッセージである、請求項２
の方法。
【請求項４】
　前記モバイル装置に近接した他の装置の送信されたロケーション情報に一部分基づいて
前記１つ以上の他の装置にマルチメディアメッセージを送信することをさらに具備する、
請求項１の方法。
【請求項５】
　前記ロケーション情報およびユーザ嗜好に基づいて、小売に関する提供情報を前記モバ
イル装置または前記１つまたは複数の他の装置に供給することをさらに具備する、請求項
１の方法。
【請求項６】
　前記モバイル装置または前記１つまたは複数の装置からユーザ嗜好データを受信するこ
とと、
　前記ユーザ嗜好データに一致する通信を前記モバイル装置または前記１つまたは複数の
他の装置に送信することを、
をさらに具備する、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記モバイル装置からの前記ロケーション情報に基づいて前記１つまたは複数の他の装
置の前記ロケーション情報を推定することをさらに具備する請求項１の方法。



(35) JP 2012-199949 A 2012.10.18

【請求項８】
　前記ロケーション情報は、ＷＷＡＮまたはＧＰＳを介してまたは非ロケーションベース
装置のためのＷＬＡＮを介して取得される、請求項１の方法。
【請求項９】
　モバイル装置のロケーションを決定する方法において、
　第１の無線ネットワークを用いて、ロケーション機能性を有さない前記モバイル装置に
より位置推定を要求することと、
　アクセスポイントから前記位置推定を受信することと、ここにおいて、前記位置推定は
、ロケーション機能性を有する装置から受信されたロケーション情報に基づいている、　
前記ロケーション情報は、無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）、無線ローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）または無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）の
１つまたは複数から選択された第２の無線ネットワークをアクセスするか否かを決定する
ために１つまたは複数の他の装置により操作可能である、ここにおいて、前記ＷＷＡＮ、
ＷＬＡＮ、またはＷＬＡＮの１つまたは複数から選択された第２の無線ネットワークをア
クセスするか否かを決定することは、前記モバイル装置に利用されているアプリケーショ
ンまたはモバイル装置にダウンロードされるアプリケーションの帯域幅、前記ＷＷＡＮ、
ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮのモバイル装置のユーザに対するコスト、および信号
強度または前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、またはＷＰＡＮに関する識別された前記アクセスポ
イントの数に基づく現在のロケーションにおける前記モバイル装置に利用可能な最良の受
信地域を含む基準から選択された基準に基づいて決定することを含む、方法。
【請求項１０】
　前記ロケーション情報と共に通信のための音声データを発生することをさらに具備する
、請求項９の方法。
【請求項１１】
　ユーザに送信するメッセージに関連するユーザ嗜好を受信することと、
　一部分前記ユーザ嗜好に基づいて前記メッセージを前記ユーザに送信するか否かを決定
することと、
をさらに具備する、請求項９の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザ嗜好に一致するメッセージなら前記メッセージを前記ユーザに転送すること
をさらに具備する、請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記メッセージが前記ユーザ嗜好に一致しないなら前記メッセージを無視することをさ
らに具備する、請求項１１の方法。
【請求項１４】
　前記メッセージは、前記ＷＷＡＮまたは前記ＷＬＡＮまたは前記ＷＰＡＮを介して送信
される、請求項１１の方法。
【請求項１５】
　前記モバイル装置ロケーションにおいて利用可能なアプリケーションに基づいて前記Ｗ
ＷＡＮまたは前記ＷＬＡＮまたは前記ＷＰＡＮを利用するか否かを決定することをさらに
具備する請求項１４の方法。
【請求項１６】
　前記アクセスポイントから受信されたネットワーク特性に基づいて前記ＷＷＡＮまたは
前記ＷＬＡＮまたは前記ＷＰＡＮを利用するか否かを決定することをさらに具備する、請
求項１４の方法。
【請求項１７】
　前記ネットワーク特性は、ネットワークタイプ、サービスのコスト、信号強度、識別さ
れたアクセスポイントの数、帯域幅、および利用可能なアプリケーションを含む、請求項
１６の方法。
【請求項１８】
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　前記ロケーション機能性を有する装置は、ＷＷＡＮまたはＧＰＳを介して前記ロケーシ
ョン情報を取得する、請求項９の方法。
【請求項１９】
　モバイル装置において、
　ユーザマルチメディア嗜好に関連する情報を記憶するメモリと、
　第１の無線ネットワークを介して前記モバイル装置の位置推定を受信するように動作可
能な受信機と、
　前記位置推定に基づいて、無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）、無線ローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）または無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）
の１つまたは複数から選択された第２の無線ネットワークへアクセスするか否かを決定し
、ここにおいて、前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、またはＷＬＡＮの１つまたは複数から選択さ
れた第２の無線ネットワークをアクセスするか否かを決定することは、前記モバイル装置
に利用されているアプリケーションまたはモバイル装置にダウンロードされるアプリケー
ションの帯域幅、前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮのモバイル装置のユ
ーザに対するコスト、および信号強度または前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、またはＷＰＡＮに
関する識別された前記アクセスポイントの数に基づく現在のロケーションにおける前記モ
バイル装置に利用可能な最良の受信地域を含む基準から選択された基準に基づいて決定す
ることを含む、
　前記第２の無線ネットワークを介して受信されたマルチメディアメッセージが、前記位
置推定および前記メモリに記憶されたユーザマルチメディア嗜好に基づいて前記モバイル
装置のユーザに通信されるべきか否かを決定する、
ように構成されたプロセッサと、
を具備するモバイル装置。
【請求項２０】
　ロケーションとユーザ嗜好とに基づいてマルチメディアコンテンツを受信する装置にお
いて、
　装置ロケーション情報を発生する手段と、
　ＷＬＡＮ機能性を供給するＷＬＡＮコンポーネントを介して前記ロケーション情報を送
信する手段と、
　無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）または無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）の１つまたは複数から選択
された第２の無線ネットワークにアクセスすべきか否かを前記ロケーション情報に基づい
て決定する手段と、ここにおいて、前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、またはＷＬＡＮの１つまた
は複数から選択された第２の無線ネットワークをアクセスするか否かを決定することは、
前記モバイル装置に利用されているアプリケーションまたはモバイル装置にダウンロード
されるアプリケーションの帯域幅、前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮの
モバイル装置のユーザに対するコスト、および信号強度または前記ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ、
またはＷＰＡＮに関する識別された前記アクセスポイントの数に基づく現在のロケーショ
ンにおける前記モバイル装置に利用可能な最良の受信地域を含む基準から選択された基準
に基づいて決定することを含む、
　前記選択された第２の無線ネットワークを介してロケーションベースマルチメディアコ
ンテンツを受信する手段と、
　前記マルチメディアコンテンツをユーザに選択的に通信する手段と、
を具備する装置。
【請求項２１】
　ユーザ嗜好を記憶する手段をさらに具備し、
　前記ロケーションベースマルチメディアコンテンツを前記ユーザに選択的に通信する手
段は、通知が前記ユーザ嗜好に一致するなら前記ロケーションベースマルチメディアコン
テンツを無線で前記ユーザに通信することを具備する、請求項２０の装置。
【請求項２２】
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　前記ロケーションベースマルチメディアコンテンツを前記ユーザに選択的に通信する手
段は、前記通知が前記ユーザ嗜好と一致しないなら前記ロケーションベースマルチメディ
アコンテンツを前記ユーザに通信しないように動作可能である、請求項２１の装置。
【請求項２３】
　前記装置ロケーションにおいて利用可能なアプリケーションに少なくとも一部分基づい
て利用すべきネットワークを決定する手段をさらに具備する、請求項２０の装置。
【請求項２４】
　ＷＰＡＮ機能性を供給するＷＰＡＮコンポーネントを前記ＷＬＡＮコンポーネントに接
続する手段をさらに具備する、請求項２０の装置。
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